
資料８
令和２年８月６日

　男女平等推進審議会資料武蔵野市第四次男女平等推進計画 進捗状況調査報告書

事業概要 区分 事業の対象者 主管課 令和元年度事業予定 令和元年度事業実績 評価 令和２年度事業予定

基本目標Ⅰ　男女平等の意識を育むまち　（新規：４/継続：11/充実：０/見直し：０）

生涯学習ス
ポーツ課

武蔵野地域五大学の協力を得
て、武蔵野地域自由大学、武蔵
野市寄付講座、武蔵野地域五大
学共同講演会、武蔵野地域五大
学共同教養講座などを開催す
る。

武蔵野地域五大学の協力を得て、自由大
学講座２講座、武蔵野市寄付講座５講座、
武蔵野地域五大学共同講演会６講演会、
武蔵野地域五大学共同教養講座全20回
などを実施した。該当する講座としては、
共同講演会において、「現代の家族と子育
て－父親の育児・家事参加と働く母親
－」、地域自由大学正規科目、成蹊大学に
おいて、「ジェンダーの社会学」「政治とジェ
ンダー」「人権とジェンダー」を実施した。

A

武蔵野地域五大学の協力を得て、
武蔵野地域自由大学、武蔵野市寄
付講座、武蔵野地域五大学共同講
演会、武蔵野地域五大学共同教養
講座などを開催する。

男女平等推進
センター

引き続き、男女平等推進センター
企画運営委員会において、第四
次男女平等推進計画の課題に
沿った講座を企画実施する。

多彩なテーマの講座（原則託児付）を開催
し、男女平等意識の啓発を行った(22企
画、28講座、参加者延804人、託児の延
123人)。

Ｂ

引き続き、男女平等推進センター企
画運営委員会において、第四次男
女平等推進計画の課題に沿った講
座を企画実施する。

2
男女共同参画週
間事業の実施

男女平等推進センター企
画運営委員会が中心とな
り、関係団体や市民と協
働して男女平等社会実現
のための週間事業を実施
する。

継続 市民
男女平等推進
センター

男女平等推進センター企画運営
委員会が中心となり、企画の公
募や団体活動補助金事業も合わ
せ、男女共同参画週間に講演
会・映画上映会・パネル展示など
を行う。

男女共同参画週間（6月23日～29日）に合
わせ男女共同参画フォーラム2019「女（ひ
と）と男（ひと）生きから　いろいろ」を開催
することで、意識啓発に努めた。平成30年
度から開始した、男女平等推進センターが
企画運営委員会の協力を得ながら講座・
イベントの企画を広く募集する「公募」型で
の実施により、３団体が公募企画を開催し
た。（記念講演会１回、映画上映１回、公募
企画３回、参加者延324人、託児延13人）。

B

男女平等推進センター企画運営委
員会が中心となり、企画の公募や団
体活動補助金事業も合わせ、男女
共同参画週間に講演会・映画上映
会・パネル展示などを行う。

3
国際的理解を深
めるための取組

先進諸国の女性の地位向
上に関する取組を周知す
るほか、国際協力活動を
行う団体を支援する。

継続 市民
男女平等推進
センター

男女共同参画フォーラムにて、国
際協力を行う団体へ活動助成を
行う。

フォーラムで映画「ドリーム」を上映し、
1960年代初頭のアメリカで宇宙開発競争
を支え、差別と偏見と闘いながら活躍し
た、黒人女性の数学者の実話を通して、社
会背景、時代状況も含め金原由香氏によ
るトークを行うことで、課題や問題意識を活
かした行動についての意識啓発を行った
（参加者69人、託児7人）。

B

男女共同参画フォーラムなどで、先
進諸国の女性の地位向上に関する
取組みを取り上げ、意識啓発を行
う。

男女平等意識の
醸成のための講
座や研修等の開
催

男女平等意識を醸成する
ため、武蔵野地域自由大
学を中心とした五大学との
共同事業をはじめ、男女
平等推進センターなどの
各種講座を開催する。

1 継続 市民

基本目標

基本施策

施策

事業名

基本施策１　男女平等の意識づくり

（１）男女平等の意識啓発（★）

【評価基準について】
＜主管課の自己評価＞
A：順調または目標達成。
B：概ね順調。更に工夫しながら実施。
C：検討が必要。
D：極めて不十分。実施せず。
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【評価基準について】
＜主管課の自己評価＞
A：順調または目標達成。
B：概ね順調。更に工夫しながら実施。
C：検討が必要。
D：極めて不十分。実施せず。

4
図書館における情
報提供

男女共同参画週間や女性
に対する暴力をなくす運
動に合わせ、図書館で特
設コーナーを設置するな
ど啓発に努める。

継続 市民 図書館
前年度と同内容の実施を予定す
る。

１１月～１２月ミニトピックス「女性に対する
暴力をなくす運動」中央図書館７５冊、吉
祥寺図書館４２冊、武蔵野プレイス４２冊を
展示。

A 前年度と同内容の実施を予定。

5
男女平等推進情
報誌「まなこ」の発
行と周知

男女平等の推進を図るた
め、男女平等推進情報誌
「まなこ」を発行するほか、
市報でとりあげるなど広く
周知を図ることにより、認
知度を向上させる。

継続 市民
男女平等推進
センター

引き続き、第四次男女平等推進
計画の課題に沿ったテーマにつ
いて、「まなこ」を発行する。ま
た、市報に掲載を行い、「まなこ」
の認知度を上げる。

「まなこ」は特集として、106号「第四次男女
平等推進計画」、107号「それぞれのキャリ
ア」、108号「性の多様性を認め合うまちへ
レインボー ムサシノシ宣言」を取り上げ発
行した。また、市報5月１日号で第四次男
女平等推進計画の策定についての特集を
掲載し、計画の基本目標と伴に、「まなこ」
について情報提供を行った。市民会館文
化祭において、パネル展示を実施し、まな
この紹介をした。その他、各種パネル展示
で「まなこ」を配架し、認知度を上げる取り
組みを行った。
センターの活動内容を「活動レポートとして
報告した。

B

引き続き、第四次男女平等推進計
画の課題に沿ったテーマについて、
「まなこ」を発行する。また、市報に
掲載を行い、「まなこ」の認知度を上
げる。

6
男女平等教育の
推進

道徳教育、人権教育を中
心として、子どもたちに対
して、男女が互いに理解、
協力し、高め合う教育を推
進する。

継続 市民 指導課

人権教育の全体計画及び年間
指導計画に基づき、特別な教科
道徳を含めた各教科等で、計画
的に男女平等教育を行っていく。

特別の教科 道徳では、小学校第５学年で
は理解し合って協力する心情を小学校第６
学年では異性について理解し、互いに信
頼し学び合って友情を深め、よりよい人間
関係を築いていこうとする態度を、中学校
第1学年では、友人関係についての話し合
いを通して、異性への理解を深め、互いの
個性を尊重し、ともに成長することのできる
深い友情を構築していこうとする態度を育
む授業を行った。

B

人権教育の全体計画及び年間指導
計画に基づき、特別な教科道徳を含
めた各教科等で、計画的に男女平
等教育を行っていく。

基本施策２　男女平等教育の推進

（１）男女平等の視点に立った学校教育の推進
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【評価基準について】
＜主管課の自己評価＞
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7
人権教育の充実
を図る研修の実施

教職員に対し、男女平等
についての理解を深める
ため、研修を充実させ、人
権尊重・男女平等教育を
推進する。

継続 市 指導課

市人権教育推進委員会を年間3
回開催し、引き続き、研修を行っ
ていく。児童・生徒への人権尊
重・男女平等教育についての指
導の在り方等、市内教員の理解
を深める。

人権教育プログラムを活用した校内研修
を全校で実施した。市人権教育推進委員
会では、人権課題に関わる授業実践を行
い報告書として提出させた。男女平等を直
接取り上げた授業実践は少ないが、その
前提として人権を尊重する態度に資する
授業を全校で行った。小学校低学年のあ
る授業では、性別に対して固定的な見方
や考え方があることに気づき、性別に関係
なく一人一人に好きなものや好きなことが
あり、互いにそれらを認め合うことの大切
さについて考えることを取り上げた授業が
実践された。

B

市人権教育推進委員会を年間3回
開催し、引き続き、研修を行ってい
く。児童・生徒への人権尊重・男女
平等教育についての指導の在り方
等、市内教員の理解を深める。

8
生活指導や進路
指導の充実とキャ
リア教育の推進

個性尊重、男女平等の視
点から生活指導や進路指
導を行うとともに、一人ひ
とりの社会的・職業的自立
に向け、必要な基盤となる
能力や態度を育てる。

継続 市民 指導課

進路指導における人権教育推進
上の課題について理解と認識を
深め、学校における適切な進路
指導の充実を図る。職業調べや
職場体験学習に留まらず、多様
な生き方を主体的に考えられる
よう、キャリア教育を推進する。

年間指導計画に基づき自分のよさや友達
のよさを認め合い、励まし合ったり、自分と
異なる意見を理解し、相手の立場になって
考え行動しようとする力を育てた。全中学
校の第２学年で、生徒の希望を反映した、
3日間の職場体験学習を実施した。

B

進路指導における人権教育推進上
の課題について理解と認識を深め、
学校における適切な進路指導の充
実を図る。職業調べや職場体験学
習に留まらず、多様な生き方を主体
的に考えられるよう、キャリア教育を
推進する。

9
発達の段階を踏ま
えた性に関する指
導の実施

子どもたちの発達の段階
を踏まえて、学習指導要
領に示された性に関する
指導を行う。

継続 市民 指導課

引き続き、小学校での保健、中学
校での保健分野などの学習とも
関連させて、人権教育の視点に
立った性に関する適正な指導を
行うよう、周知・徹底する。

小学校では、体の発育・発達や思春期の
体の変化について指導し、発育の違いな
どについて肯定的に受け止めることが大
切であることに触れた。中学校では、教科
書を活用し、生殖に関わる機能の成熟に
ついて指導した。

B

引き続き、小学校での保健、中学校
での保健分野などの学習とも関連さ
せて、人権教育の視点に立った性
に関する適正な指導を行うよう、周
知・徹底する。

10
男女平等推進セン
ター「ヒューマンあ
い」における講座

多様な性に関する講座を
開催し理解促進を図る。

継続 市民
男女平等推進
センター

引き続き、多様な性に関する講
座を開催し理解促進を図る。

男女共同参画フォーラム2019でLGBTを
テーマとした講演会「カラフル・ライフ～ＬＧ
ＢＴの”いま”を知ろう」を実施し、セクシュア
ル・マイノリティに関する理解促進を図った
（参加者32人、託児1人）。また、「まなこ」
108号で「性の多様性を認め合うまちへ　レ
インボー　ムサシノシ宣言」を特集し意識
啓発を図った。

B
引き続き、多様な性に関する講座な
どを開催し理解促進を図る。

基本施策３　性の多様性を理解し尊重する意識・体制づくり(新規)

（１）性の多様性に関する理解の促進(★)
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基本目標

基本施策

施策

事業名

【評価基準について】
＜主管課の自己評価＞
A：順調または目標達成。
B：概ね順調。更に工夫しながら実施。
C：検討が必要。
D：極めて不十分。実施せず。

11
人権週間における
取組

人権週間に、性の多様性
に関わる講演会や図書展
示等を実施する。

新規 市民
男女平等推進
センター

人権週間に合わせ実施する図書
展示において、性の多様性に関
する図書展示を行い、啓発を図
る。

市長による「性の多様性を理解し尊重する
まち武蔵野市宣言<レインボー　ムサシノ
シ宣言>」を行い、男女平等推進センターで
の図書展示と伴に、市内図書館(中央・プ
レイス・吉祥寺)でミニトピックス展示を行っ
た。

A
人権週間に合わせ、性の多様性に
関する図書展示などを行い、啓発を
図る。

12
ＬＧＢＴやＳＯＧＩの
理解に向けた取
組

多様な性に関する正しい
理解を広めるため、ガイド
ラインを作成するととも
に、理解促進のための研
修等を実施する。

新規
市/

事業者
等

男女平等推進
センター

ＬＧＢＴや性多様性理解のための
職員研修を実施し、職員の理解
促進を図る。

市長による「性の多様性を理解し尊重する
まち武蔵野市宣言<レインボー　ムサシノ
シ宣言>」を行い、各職場に宣言書の掲示
を依頼した。また、同日、管理職を対象とし
た「ＬＧＢＴや多様性理解のための職員研
修」の実施を行った。研修参加者には、啓
発のために新たに作成したレインボームサ
シノシバッチの配布を行った（参加者92人
事務局含む)。

A
ＬＧＢＴや性多様性理解のための職
員実務者研修を実施し、職員の理
解促進を図る。

13
学校教育における
個別的支援

性的マイノリティなどにつ
いて、児童生徒の人権の
尊重を最大限に考慮し、
ニーズに基づいた個別対
応を行うとともに、教育相
談と連携し、配慮する。

継続 市民 指導課

引き続き、性同一性障害等に配
慮した適切な指導ができるよう、
東京都の人権教育指導推進委
員会での内容や資料の情報を共
有する。また、スクールカウンセ
ラーや市派遣相談員と連携し、
個別的支援の充実を図る。

東京都教育委員会が主催する性的マイノ
リティーについて学ぶ研修に、複数の市立
小中学校長や副校長、主幹教諭等が参加
し、校内で共有した。

B

引き続き、性同一性障害等に配慮し
た適切な指導ができるよう、東京都
の人権教育指導推進委員会での内
容や資料の情報を共有する。また、
スクールカウンセラーや市派遣相談
員と連携し、個別的支援の充実を図
る。

14
にじいろ相談の実
施

当事者やその周囲の人々
を対象とした専門相談を
実施する。

新規 市民
男女平等推進
センター

性的指向・性自認に関するにじ
いろ電話相談の実施につちて、
検討する。

むさしのにじいろ電話相談(性的指向・性自
認に関する相談)を開始した(令和元年１０
月)。
毎月第２水曜日　午後５時３０分～８時３０
分
相談件数　４件

B

むさしのにじいろ電話相談（性的指
向・性自認に関する相談）を実施す
る。また、電話相談に加え、面談に
よる相談の受付も開始する。当事者
に向けて効果的な周知の方法を検
討する。

15
パートナーシップ
制度（仮称）の検
討

同性婚等を公的に認める
パートナーシップ制度（仮
称）の導入を検討する。

新規 市民
男女平等推進
センター

庁内で研究会を設置し、パート
ナーシップ制度を含む当事者へ
の望まれる支援を検討する。

多様性の尊重に関する庁内研究会を設置
し、パートナーシップ制度(案)導入にあたっ
ての論点整理を行い、研究会報告書を作
成した。

A
男女平等推進審議会で、パートナー
シップ制度導入を含む当事者にとっ
て望まれる支援を検討する。

（２）性的マイノリティ等への支援(新規)
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資料８
令和２年８月６日

　男女平等推進審議会資料武蔵野市第四次男女平等推進計画 進捗状況調査報告書

事業概要 区分 事業の対象者 主管課 令和元年度事業予定 令和元年度事業実績 評価 令和２年度事業予定

基本目標

基本施策

施策

事業名

【評価基準について】
＜主管課の自己評価＞
A：順調または目標達成。
B：概ね順調。更に工夫しながら実施。
C：検討が必要。
D：極めて不十分。実施せず。

子ども政策課 引き続き、事業の充実を図る。現
在実施内容については未定。

３月に講演会「ハタラクカイギ２０２０」の実
施を予定していたが、新型コロナウイルス
感染拡大を受けて中止となった。

D

令和元年度実施予定だった「ハタラ
クカイギ２０２０」について、９月に延
期して開催予定。「60歳からの、
ワーク＆ライフ充実術！」をテーマと
した講演会を実施する。

男女平等推進
センター

引き続き、ワーク・ライフ・バラン
スの実現に向けた理解を深める
ための講演会や情報提供などを
実施する。

講座「また働きたいあなたへ　女性のため
の再就職ナビ」(連続講座延べ参加者25
人、託児14人)。講座「育休ママ・パパのた
めの職場復帰応援セミナー」(連続講座延
参加者54人、託児23人)を開催し意識啓発
を行った。また、「まなこ」107号にて[それ
ぞれのキャリア」を特集した。なお、講座
「ママ・パパ・子どもで家事シェアしません
か!」については、開催を予定したが、新型
コロナウイルス感染症拡大・防止のため開
催を中止した。

A
引き続き、ワーク・ライフ・バランスの
実現に向けた理解を深めるための
講演会や情報提供などを実施する。

市 人事課

ワーク・ライフ・バランスに関する
講演会やチラシ等により、職員が
自身のワーク・ライフ・バランスに
ついて考える機会を提供する。

ワーク・ライフ・バランスに関する講演会と
して、職員向けに介護と仕事の両立に関
する講演会を実施した。

B

ワーク・ライフ・バランスに関する講
演会やチラシ等により、職員が自身
のワーク・ライフ・バランスについて
考える機会を提供する。

事業者
等

産業振興課

男女平等推進担当、高齢者支援
課、子ども政策課と連携し、ワー
ク・ライフ・バランス啓発講座を実
施する。

新型コロナウイルス感染症の影響により、
講座を中止とした。

D

男女平等推進担当、高齢者支援
課、子ども政策課と連携し、ワーク・
ライフ・バランス啓発講座を実施す
る。

17
ワーク・ライフ・バ
ランスに関する情
報の掲載

男女共同参画情報誌「ま
なこ」で、男性の地域参加
促進や女性の就労など
ワーク・ライフ・バランスに
関わる情報を提供する。

継続 市民
男女平等推進
センター

引き続き、ワーク・ライフ・バラン
スに関わる情報を掲載できるよう
検討する。

「まなこ」107号にて「それぞれのキャリア」
を特集し、働き方・生き方が多様化するな
か、自分らしい生き方やキャリアを選択す
るための課題解決方法等について掲載
し、自分らしい生き方についての意識啓発
を行った。

B
引き続き、ワーク・ライフ・バランスに
関わる情報を掲載できるよう検討す
る。

基本目標Ⅱ　生活と仕事が両立でき、個性と能力を発揮できるまち　（新規：０/継続：24/充実：10/見直し：１）

基本施策１　ワーク・ライフ・バランスの普及・啓発

（１）ワーク・ライフ・バランスの推進に向けた普及・啓発(★)

16

ワーク・ライフ・バ
ランスの推進に向
けた講演会や情
報提供の実施

ワーク・ライフ・バランス実
現に向けた理解を深める
ため、講演会や情報提供
などを実施する。

継続

市民
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事業概要 区分 事業の対象者 主管課 令和元年度事業予定 令和元年度事業実績 評価 令和２年度事業予定

基本目標

基本施策

施策

事業名

【評価基準について】
＜主管課の自己評価＞
A：順調または目標達成。
B：概ね順調。更に工夫しながら実施。
C：検討が必要。
D：極めて不十分。実施せず。

子ども政策課
引き続き父親の子育てや教育力
の向上を図り、父親グループとの
連携も図っていく。

12月1日に武蔵野総合体育館にて父親向
け育児啓発講座「パパと一緒に！遊びな
がら体幹トレーニング」を開催した。

B
引き続き父親の子育てや教育力の
向上を図り、父親グループとの連携
も図っていく。

児童青少年課

中学生・高校生リーダー講習会
において、子どもとの接し方につ
いての講義と保育体験ボランティ
アを実施し、男子児童の参加を
促す。

実際に保育体験ボランティアに参加した児
童18名のうち、男子児童の参加は5名で
あった。

B

中学生・高校生リーダー養成講座に
おいて、子どもとの接し方について
の講義と保育体験ボランティアを実
施し、男子児童の参加を促す。

健康課

・こうのとり学級土曜日クラス：定
員40組（初妊婦とパートナー）で、
年12コース実施する。
・7/7開催のゆりかごむさしのフェ
スティバルで父親対象の事業（イ
クメン講座、講座「お父さんの気
持ち～パパへのヒント～」、妊婦
体験ジャケット等）を実施する。
・男性の子育て参加を促進する
ため、父親ハンドブックを母子健
康手帳交付時に配付する。

・こうのとり学級土曜日クラス：定員を40組
（初妊婦とパートナー）で、年11コース実施し
た。パートナーの参加者303名。
・7/7開催のゆりかごむさしのフェスティバル
で父親対象の事業（イクメン講座、妊婦体験
ジャケット）を実施した。参加者合計46名。
・男性の子育て参加を促進するため、父親ハ
ンドブックを母子健康手帳交付時に配付し
た。交付件数1,249件。

A

・初妊婦とパートナーが参加する、こ
うのとり学級土曜日クラスを実施す
る。
・男性の子育て参加を促進するた
め、父親ハンドブックを母子健康手
帳交付時に配付する。

19
家族介護支援事
業の拡充

介護の知識や対応方法が
得られる講座や、相談・情
報交換の機会を提供し、
精神面と介護の負担軽減
の面から家族介護者を支
援する。

継続 市民 高齢者支援課

デイサービスセンターや在宅介
護・地域包括支援センターで家族
介護者の交流の場や介護講座
等を実施する。また、実施主体の
意見交換会を行い、方針を共有
しつつ各実施主体の特徴を活か
した事業を展開する。

家族介護者を対象とした事業を在宅介護
支援センター６カ所、デイサービスセンター
10カ所、合計16カ所で実施。また、実施主
体の意見交換会も行い、方針を共有しつ
つ各機関の特徴を生かした事業を展開し
た。

Ｂ

引き続き、各在宅介護支援センター
やデイサービスセンターで家族介護
者の交流の場や介護講座等の実施
を継続していく。また、実施主体の
意見交換会も行い、方針を共有しつ
つ各機関の特徴を生かした事業を
展開していく。

18

男性向けワーク
ショップなどの実
施と活動・学習グ
ループ等への支
援

（２）男性の子育て、介護、地域活動等への参画促進

男性の子育てを支援する
講座や体験学習を実施
し、育児への参加を促進
するとともに、自主学習グ
ループの支援を行う。父
親の参加が促進されるよ
うニーズの把握を行う。

継続 市民
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事業概要 区分 事業の対象者 主管課 令和元年度事業予定 令和元年度事業実績 評価 令和２年度事業予定

基本目標

基本施策

施策

事業名

【評価基準について】
＜主管課の自己評価＞
A：順調または目標達成。
B：概ね順調。更に工夫しながら実施。
C：検討が必要。
D：極めて不十分。実施せず。

20

男女平等推進情
報誌「まなこ」や男
女平等推進セン
ター「ヒューマンあ
い」を活用した、男
性の地域活動に
関する情報提供と
啓発活動

男女平等推進情報誌「ま
なこ」や男女平等推進セン
ター「ヒューマンあい」を通
じて、男性の育児・介護へ
の参加呼びかけ、ワーク・
ライフ・バランスについて
の情報提供を行う。

継続 市民
男女平等推進
センター

引き続き、まなこやセンターの講
座等を通じて、男性の育児・介護
への参加呼びかけ、ワーク・ライ
フ･バランスについての情報提供
を行う。

夏休み企画講座「パパとつくろう!おいしい
ランチ」(参加者24人、託児２人)、講座「育
休ママ・パパのための職場復帰応援セミ
ナー」(連続講座：参加者延５４人、託児延
23人)を開催し意識啓発を行った。また、
「まなこ」107号にて「それぞれのキャリア」
を特集した。なお、講座 「ママ・パパ・子ど
もで家事シェアしませんか!」については、
開催を予定したが、新型コロナウイルス感
染症拡大・防止のため開催を中止した。

A

引き続き、まなこやセンターの講座
等を通じて、男性の育児・介護への
参加呼びかけ、ワーク・ライフ･バラ
ンスについての情報提供を行う。

地域支援課

「お父さんお帰りなさいパーティ」
および「お父さんお帰りなさいサ
ロン」を継続して開催し、趣味活
動や学習、健康づくり等を通じた
シニア男女の地域デビューの
きっかけづくりを行う。

お父さんお帰りなさいパーティ
開催日：令和元年6月16日（日）
内容：講演会「コミュニティの扉を開けると
－３人の先達が振り返る地域デビュー」
（講師：見城武秀氏）ほか
参加者合計：129名

お父さんお帰りなさいサロン
６月、８月以外の各月開催
参加者合計：114名（全８回）
※10月は台風、３月は新型コロナウイルス
の影響により中止

B

「お父さんお帰りなさいパーティ」お
よび「お父さんお帰りなさいサロン」
を継続して開催し、趣味活動や学
習、健康づくり等を通じたシニア男
女の地域デビューのきっかけづくり
を行う。

→新型コロナウイルス感染症の影
響により、事業実施を延期する予
定。

高齢者支援課
男性のための料理講習会を実施
し、参加者の地域参加を支援し
ていく。

男性のための料理講習会を15回実施。延
143人が参加した。

A
引き続き男性のための料理教室を
実施し、参加者の地域参加を支援し
ていく。

児童青少年課
市及び各地区委員会から、むさ
しのジャンボリー等の地域行事
への男性の参加を呼び掛ける。

第48回むさしのジャンボリーにおいて、地
区指導者として男性168名の参加（全体の
51.7％）があった。

B
市及び各地区委員会から、むさしの
ジャンボリー等の地域行事への男
性の参加を呼び掛ける。

生涯学習ス
ポーツ課

引き続き大人のための生涯学
習ガイドを発行し、情報提供を
行う。

大人のための生涯学習ガイドを2,200部
発行し、市民施設などで配布するなど情
報提供を行った。

B

より活用しやすい媒体となるように
構成等を見直しながら、引き続き
大人のための生涯学習ガイドを発
行し、情報提供を行う。

21
男性の地域参加
へのきっかけづく
り

「お父さんお帰りなさい
パーティ」や男性のための
料理教室等、男性の地域
参加のきっかけとなる事
業を実施する。

継続 市民
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　男女平等推進審議会資料武蔵野市第四次男女平等推進計画 進捗状況調査報告書

事業概要 区分 事業の対象者 主管課 令和元年度事業予定 令和元年度事業実績 評価 令和２年度事業予定

基本目標

基本施策

施策

事業名

【評価基準について】
＜主管課の自己評価＞
A：順調または目標達成。
B：概ね順調。更に工夫しながら実施。
C：検討が必要。
D：極めて不十分。実施せず。

22
ＰＴＡ活動への男
性の参加促進

ＰＴＡ活動に男性の参加を
促進するための働きかけ
に努める。

継続 市民
生涯学習ス
ポーツ課

引き続き校長会等を通して、男性
ＰＴＡ会員のＰＴＡ活動への参加
を働きかける。

校長会等を通して、男性ＰＴＡ会員のＰＴＡ
活動への参加を働きかけた。今年度の男
性ＰＴＡ会長は９名だった。

A
引き続き校長会等を通して、男性Ｐ
ＴＡ会員のＰＴＡ活動への参加を働き
かける。

23

両立支援推進企
業・団体に対する
公契約上の優遇
に関する総合評価
方式の試行実施

工事請負契約の入札にお
いて、総合評価方式を試
行し、男女平等の推進を
評価項目に入れ企業の育
児休業等を促進する。

見直
し

事業者
等

管財課

工事請負契約の入札において、
総合評価方式の試行を再開す
る。男女平等の推進を評価項目
に入れ企業の育児休暇等を促進
する。

工事請負契約の入札において、総合評価
方式の試行を再開に向けた検討を進めて
いる。

C
総合評価方式の制度全体を見直し
ており、令和２年度中の再開を目標
とする。

産業振興課

男女平等推進担当、高齢者支援
課、子ども政策課と連携し、ワー
ク・ライフ・バランス啓発講座を実
施する。

新型コロナウイルス感染症の影響により、
講座を中止とした。

D

男女平等推進担当、高齢者支援
課、子ども政策課と連携し、ワーク・
ライフ・バランス啓発講座を実施す
る。

男女平等推進
センター

両立支援や女性活躍推進に積
極的なモデルとなる企業の取組
み事例の紹介を行うよう検討す
る。

「まなこ」107号にて、企業で活躍する女性
役員へのインタビューを掲載し、両立支援
や女性活躍推進への意識啓発を行った。

B
両立支援や女性活躍推進に積極的
なモデルとなる企業の取組み事例
の紹介を行うよう検討する。

25
育児・介護休業制
度の企業への普
及の推進

育児・介護休業制度につ
いて企業に向けた啓発や
働きかけを行う。

継続
事業者

等
産業振興課

関係機関のチラシ配架・配布、市
報や市ホームページでの情報掲
載を行う。

関係機関のチラシ配架・配布、市報や市
ホームページでの情報掲載を行った。

B
関係機関のチラシ配架・配布、市報
や市ホームページでの情報掲載を
行う。

26
男性の育児休業
等の取得促進

男性の育児参加や育児休
業取得を促進し、男女共
に仕事と育児・介護を両
立できる環境整備を進め
る。

継続 市 人事課

・「育児参加休暇」の導入につい
ては他の休暇との兼ね合いを考
慮しながら引き続きを検討を進め
る。
・男性の育児休業取得者が増え
ていることから、庁内で経験談を
共有することでより一層の取得し
やすい雰囲気の醸成を図る。
・介護を行う職員の支援と介護を
しやすい職場環境の醸成のた
め、介護と仕事の両立に関する
講演会を実施する。

・育児休業を取得した経験のある男性職
員にインタビューを行い、庁内報In-Voice
で紹介した。
・１月に職員向けに介護と仕事の両立に関
する講演会を実施した。

B

・「育児参加休暇」の導入について
他の休暇との兼ね合いを考慮しな
がら引き続きを検討を進める。
・男性の育児休業取得の経験談を
共有し、より一層の取得しやすい雰
囲気の醸成を図る。
・制度の周知と介護をしやすい職場
環境の醸成のため、職員のための
介護支援ハンドブックの作成を検討
する。

（１）地域企業等との協働によるワーク・ライフ・バランスの推進

基本施策２　職場におけるワーク・ライフ・バランスの推進

他の事業所が参考になる
ような優れた両立支援に
関する企業活動の取組に
ついて、事例紹介や情報
発信を行う。

継続
市民/
事業者

等

（２）ワーク・ライフ・バランスのモデル事業所としての市役所の取組

24
両立支援に関する
事例紹介や情報
発信

8



資料８
令和２年８月６日

　男女平等推進審議会資料武蔵野市第四次男女平等推進計画 進捗状況調査報告書

事業概要 区分 事業の対象者 主管課 令和元年度事業予定 令和元年度事業実績 評価 令和２年度事業予定

基本目標

基本施策

施策

事業名

【評価基準について】
＜主管課の自己評価＞
A：順調または目標達成。
B：概ね順調。更に工夫しながら実施。
C：検討が必要。
D：極めて不十分。実施せず。

27
タイムマネジメント
力の向上

年次有給休暇の取得や超
過勤務の縮減を促進し、タ
イムマネジメント力の向上
を図る。

継続 市 人事課

・引き続き、「カエルデー（各課で
月１日以上の一斉定時退庁日）」
「ＹＹ月間（「年次有給休暇取得促
進月間）」や「ノー会議デー・ノー
残業デー」を実施する。
・超過勤務時間が45時間を超え
る職員の所属長による提出を再
度実施する。また、超過勤務が
減少した好事例については手法
を共有する。

・各課で月１日以上の一斉定時退庁日「カ
エルデー」やＹＹ月間（年次有給休暇取得
促進月間）を設定し、実施した。
・月末の金曜日を「ノー会議デー・ノー残業
デー」として設定し、放送等により促進を
図った。
・月の超過勤務時間が45時間以上の職員
がいる所属長に対して通知した。また、当
該所属長は、原因を把握・分析したうえ
で、「超過勤務命令（長時間）対応策届出
書」を人事課に提出した。
・超過勤務時間が特に多い職員の所属長
に対して、ヒアリングを実施した。
・職員のやる気を引き出すモチベーション
マネジメントをテーマとした管理職マネジメ
ント力向上研修を実施した。

C

・全庁一斉定時退庁日や「カエル
デー」、「ノー会議デー・ノー残業
デー」を設定し、定時退庁を行う意
識の醸成を図る。
・月45時間を超える所属長に対する
通知及び「超過勤務命令（長時間）
対応策届出書」の取組みを継続す
る。また、令和２年４月に施行した超
過勤務時間の上限設定について運
用面の見直しを行い実効性を高め
る。
・超勤が多い職員やその所属長へ
のヒアリングを実施する。
・後出し超勤抑制のための対応策の
検討や退庁時の音楽の見直し等の
職員の意識啓発の取組みを検討・
実施する。

28
働き方の見直し促
進

ファミリーデーや育児・介
護経験のある職員を交え
た職員同士の座談会など
自身の働き方を見直す機
会を創出する。

継続 市 人事課

・仕事復帰に対する不安軽減を
目的とした、育児休業中の職員と
人事担当者や子育て中の先輩職
員との交流の場：「育児休業取得
者等懇談会」を開催する。
・育児休業中の体験談などを庁
内報等を活用して紹介する。
・時差勤務の運用について検討
しながら試行を行う。

・10月に「育児休業取得者等懇談会」を開
催した。
・スムーズな復帰や休業中の自己啓発を
支援するため、庁内報や通信教育の受講
案内、復職に向けた手続きの流れ等を育
児休業中の職員向けのメーリングリストに
より情報提供を行った。

B

・仕事復帰に対する不安軽減を目的
に、育児休業中の職員と人事担当
者や子育て中の先輩職員との交流
の場として「育児休業取得者等懇談
会」を開催するとともに、メーリングリ
ストによる情報提供を行う。
・「武蔵野市ファミリーデー」の開催
を検討する。
・引き続き時差勤務の運用について
検討しながら試行を行うとともに、４
月から臨時的に実施した交代制在
宅勤務の検証を行う。

29
子育て支援施設
の整備

孤立しがちな子育て家庭
を支援するため、親子の
交流の機会を提供する施
設の整備を行う。

充実 市/市民 子ども政策課

ニーズ調査の結果等をもとに、子
育て支援施設の整備方針の検討
を行い、本年度策定する「第五次
子どもプラン武蔵野（令和２年度
～６年度）」に、整備方針を記載
する。

「第五次子どもプラン武蔵野（令和２年度
～６年度）」に子育て支援施設の整備方針
を記載した。

B

「第五次子どもプラン武蔵野」に記
載した、地域子育て支援拠点事業
の整備等について、具体的なスケ
ジュールと実施方法を示す。

基本施策３　子育て及び介護支援の充実

（１）子育て支援施策の充実（★）
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資料８
令和２年８月６日

　男女平等推進審議会資料武蔵野市第四次男女平等推進計画 進捗状況調査報告書

事業概要 区分 事業の対象者 主管課 令和元年度事業予定 令和元年度事業実績 評価 令和２年度事業予定

基本目標

基本施策

施策

事業名

【評価基準について】
＜主管課の自己評価＞
A：順調または目標達成。
B：概ね順調。更に工夫しながら実施。
C：検討が必要。
D：極めて不十分。実施せず。

30
子育て支援施設
のサービスの充実

認可保育所における専門
職の活用による相談事業
などを実施する。

継続 市民 子ども育成課

引き続き、各保育園での子育て
支援イベントを実施する。市民の
参加を促進するため、健康課が
所管する「ゆりかごむさしの」事
業との連携による情報共有及び
広報・啓発を図る。

「プレママのひろば」事業や「あかちゃんの
ひろば」事業を実施し、栄養士や保健担当
も参加者からの相談に応じた。また、園庭
解放による地域交流、栄養士による離乳
食講座、救急法講座などの各種イベントも
実施した。

B

引き続き、各保育園での子育て支援
イベントを実施する。市民の参加を
促進するため、健康課が所管する
「ゆりかごむさしの」事業との連携に
よる情報共有及び広報・啓発を図
る。

31
子育て支援団体
の育成支援と連携
強化

子育てひろばのスタッフ研
修やボランティア育成を行
い、施設や団体・関係機
関等のネットワークによる
連携を図る。

充実 市民 子ども政策課

引き続き、講座や研修会等を行
い、子育て支援者の育成及び共
助のしくみづくりを充実させること
で、横のつながりを更につくり、連
携を強化する。

当事者ボランティアを含む子育て支援者の
発掘・育成のための講座を年２回実施し、
交流会等を行い継続的なつながりの持続
に努めた。
子育てひろばネットワーク会議を年２回
行った。主体的に参加者が関わることがで
きるようにすることで、さらなるネットワーク
の強化につなげた。
子育てフェスティバルを実行委員会形式で
実施し、家庭や地域・施設・団体とのつな
がりを意識して開催できる内容を検討のう
え、10月26日に実施した。

B

引き続き、講座や研修会等を行い、
子育て支援者の育成及び共助のし
くみづくりを充実させることで、横の
つながりを更につくり、連携を強化す
る。

32
ファミリー・サポー
ト・センター事業の
実施

育児の援助を受けたい
「ファミリー会員」と、育児
の援助をしてくださる「サ
ポート会員」の、地域の相
互援助活動を支援する。

充実 市民 子ども政策課
引き続き、事業の周知を行い、会
員の獲得を図る。

会員数のうち、ファミリー会員（利用者）は
約250名増、サポート会員（支援者）は約20
名増となった。

B
引き続き、事業の周知を行い、会員
の獲得を図る。

33
子ども家庭支援セ
ンター事業の機能
の充実

子どもとその家庭に関す
るあらゆる相談を受け、子
育てに関する情報提供や
支援を行う。

継続
市民/事
業者等

子ども家庭支
援センター

子育て世代包括支援センターの
設置を目指して相談体制の在り
方を検討する。

組織及び役割について協議検討をした。 A
子育て世代包括支援センターの設
置に向けて実施体制を検討する。

34
病児・病後児保育
の拡充

病児・病後児をはじめとす
る様々な保育ニーズへの
対応を推進する。

継続 市民 子ども育成課
引き続き病児・病後児保育室で
の預かり保育実施を支援してい
く。

病児保育事業では、年間618名の市民が
利用し、病後児保育事業では、年間284名
の市民が利用した。

B
引き続き病児病後児保育室での預
かり保育実施を支援していく。

35

待機児童の解消
に向けた多様な保
育ニーズへの対
応

多様な保育ニーズを的確
に捉え、地域性を考慮しな
がら適所に保育施設を整
備するなどにより待機児
童の解消を図る。

充実 市民 子ども育成課

令和２（2020）年４月の待機児童
数ゼロに向けて、認可保育所３
園の新規開設及び認証保育所
の認可化移行を実施する。

認可保育所４園を開設し、定員を162名拡
大することなどによって、令和２（2020）年４
月の待機児童数ゼロを達成することがで
きた。

A

引き続き希望する保育施設が利用
できるよう、認証保育所の認可化移
行等により定員の拡充を図ってい
く。
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資料８
令和２年８月６日

　男女平等推進審議会資料武蔵野市第四次男女平等推進計画 進捗状況調査報告書

事業概要 区分 事業の対象者 主管課 令和元年度事業予定 令和元年度事業実績 評価 令和２年度事業予定

基本目標

基本施策

施策

事業名

【評価基準について】
＜主管課の自己評価＞
A：順調または目標達成。
B：概ね順調。更に工夫しながら実施。
C：検討が必要。
D：極めて不十分。実施せず。

36
児童施設の機能
の充実

地域子ども館（あそべえ・
学童クラブ）等で子どもた
ちが安全に過ごせるよう
に、環境や施設の整備に
より地域での子育て支援
の機能を充実させる。

継続 市民 児童青少年課

・館長を中心として推進会議の定
期的な実施、各種イベントの運
営、学校との定例ミーティング等
を行う。
・アドバイザーを派遣して職員の
業務上の悩みに対応し、職員の
スキルアップを図る。
・学童クラブ保護者アンケートを
実施する。

左記予定事業を滞りなく実施した。
また、一小こどもクラブの入会児童数増に
対し、学校教室をクラブ室として整備すると
ともに、こどもクラブ棟の増築工事に着手
した。

B

・館長を中心として推進会議の定期
的な実施、各種イベントの運営、学
校との定例ミーティング等を行う。
・アドバイザーを派遣して職員の業
務上の悩みに対応し、職員のスキ
ルアップを図る。
・学童クラブ保護者アンケートを実施
する。
・一小こどもクラブ棟の増築工事を
引き続き実施するとともに、井之頭
小、桜野小の児童増対策を行う。

37
産前・産後支援ヘ
ルパー事業の実
施

産前・産後の体調不良等
のため、家事や育児が困
難な妊産婦のいる家庭に
ヘルパーを派遣し、家事
援助などを行う。

継続 市民
子ども家庭支
援センター

引き続き、支援の必要な家庭が
利用できるよう、周知に努める。

産前産後支援ヘルパー事業
・利用家庭数：352
・延利用日数：2,050

A
引き続き、支援の必要な家庭が利
用できるよう、周知に努める。

38
障害児の放課後
対策の充実

障害児を対象とした放課
後等デイサービス事業所
などの参入を促進して基
盤整備を図る。

充実
事業者

等
障害者福祉課

整備費補助の効果もあり事業所
が増加してきている。今後は事業
所連絡会の内容を充実させ、
サービスの質の向上を図ってい
く。

・児童発達支援事業所を２ヶ所開設した。
（開設費補助対象施設）市内の児童発達
支援事業所・放課後等デイサービス事業
所・日中一時支援事業所の開設数は21ヶ
所（令和２年３月末現在）　となった。
・事業所連絡会を１回開催した。

Ａ

・令和元年５月に設置された「桜堤
地区における福祉サービス再編検
討委員会」の提言を受け、桜堤ケア
ハウスデイサービスセンターの転用
を図り、肢体不自由児を対象とした
放課後等デイサービス事業の実施
及び地域療育相談室ハビットのサテ
ライトオフィスの設置について準備
を進めていく。開設は令和２年12月
を予定。
・今後、市内事業所の支援の質的向
上を図るため、事業所連絡会の内
容を充実させる。
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資料８
令和２年８月６日

　男女平等推進審議会資料武蔵野市第四次男女平等推進計画 進捗状況調査報告書

事業概要 区分 事業の対象者 主管課 令和元年度事業予定 令和元年度事業実績 評価 令和２年度事業予定

基本目標

基本施策

施策

事業名

【評価基準について】
＜主管課の自己評価＞
A：順調または目標達成。
B：概ね順調。更に工夫しながら実施。
C：検討が必要。
D：極めて不十分。実施せず。

地域支援課

・人材養成事業、研修・相談事
業、就職支援事業、事業者・団体
支援事業の４つの事業を柱に展
開を図る。
・就職支援事業、事業者・団体支
援事業において、就職相談会や
管理者向けの研修等を新たに実
施していく。

・人材養成事業では、初任者研修及び認
定ヘルパー養成研修、認定ヘルパーフォ
ローアップ研修を実施。
・研修・相談事業では、技術研修、認知症
支援研修、潜在的有資格者研修、介護従
事者の悩み相談室を実施。
・就職支援事業では、ホームページにて従
事者を募集する事業者を紹介した。
・事業者・団体支援事業では、若年の介護
職が情報共有や介護の仕事の普及啓発
を考える「プロジェクト若ば」を実施、また管
理者・経営者向け研修会を実施した。

B

・令和元年度と同様に、人材養成事
業、研修・相談事業、就職支援事
業、事業者・団体支援事業の４つの
事業を柱に展開を図る。
・喀痰吸引研修を新たに実施してい
く。

高齢者支援課
地域支援課回答と同内容を実施
する。

地域支援課に同じ。 B 地域支援課に同じ。

障害者福祉課

平成30年度と同様に開催予定。
対応に苦慮する精神障害者支援
に関する知識と情報を提供する
ことにより、支援者の積極的な関
りを促す。

精神障害事業所における、実務者のスキ
ルアップやより適切な支援を目指すため、
精神保健福祉研修及び精神障害者支援
現任ヘルパー研修を実施した。

Ａ

　障害者福祉分野における専門性
のある人材確保が難しくなってきて
いる状況から、今後も障害者事業所
等で働く人のモチベーションを高め
る取り組みを通じて、福祉人材の確
保を図っていく。

充実
事業者

等

（２）介護支援施策の充実

39
介護に関わる人
材の確保と養成

総合的な人材確保・養成
機関である「地域包括ケア
人材育成センター」におい
て、介護人材・福祉人材
の発掘・養成、質の向上、
相談受付・情報提供、事
業所・団体支援までを一
体的に行っていく。
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令和２年８月６日

　男女平等推進審議会資料武蔵野市第四次男女平等推進計画 進捗状況調査報告書

事業概要 区分 事業の対象者 主管課 令和元年度事業予定 令和元年度事業実績 評価 令和２年度事業予定

基本目標

基本施策

施策

事業名

【評価基準について】
＜主管課の自己評価＞
A：順調または目標達成。
B：概ね順調。更に工夫しながら実施。
C：検討が必要。
D：極めて不十分。実施せず。

地域支援課

引き続き、在宅療養生活を支え
る医療・介護・福祉関係者の連携
を強化するため、「在宅医療・介
護連携推進事業」において、課題
解決に向けた取組みを推進す
る。

「在宅医療・介護連携推進事業」において
作成した、「入院時情報連携シート」を広く
周知し、活用状況について調査を行った。
また、退院時のサマリーの使用状況につ
いて、介護・医療・福祉関係者に調査を
行った。

B

第3期健康福祉総合計画で、在宅療
養生活を支える医療・介護・福祉関
係者の連携の強化が課題とされて
いるため、令和2年度も「在宅医療・
介護連携推進事業」において、課題
解決に向けた取組みを推進する。

高齢者支援課

平成30年度の事業見直しに伴う
混乱もなく順調に事業運営が図
られたため、引き続き事業を継続
し深夜等時間帯に医療ニーズが
必要となる要介護者等の受入れ
促進を図り、もって医療ニーズの
高い単身高齢者等の在宅生活
継続支援を図る。

平成30年7月支給分（国保連5月審査分）
からの事業見直し後、令和元年度末時点
で、24時間365日の連絡体制のある事業
者を評価するインセンティヴ有の件数が
54.5%と過半数を超えた。事業見直しの趣
旨が達せられる一方、インセンティヴ有の
構成比増に伴い支給額が増加傾向である
点は課題である。令和３年度以降の本事
業のあり方については、令和２年度中に実
施する次期計画策定委員会において議論
いただく。

A

医療ニーズの高い中重度の要介護
高齢者の増加に伴い、訪問看護の
給付費増は全国的な傾向となって
いるが、さらに当市では第７期事業
計画期間（平成３０年度～令和２年
度）中の、看護小規模多機能型居宅
介護、介護老人保健施設といった医
療系施設等の基盤整備により、併
設する訪問看護の増に伴い本事業
費もさらに増加傾向となることが見
込まれる点が課題である。令和３年
度以降の本事業のあり方について
は、令和２年度中に実施する次期計
画策定委員会において議論いただ
く。

障害者福祉課

平成30年度と同様に参加し、介
護保険、及び障害福祉の事業連
携を図るとともに、職種の壁、男
女の差のない協力体制を確立す
る。

在宅医療・介護連携推進協議会を開催し、
介護保険、障害福祉の事業連携を図っ
た。（親会３回、入退院時支援部会４回、多
職種連携研修部会４回）

Ａ
　関係機関と密に連携をとり、多様
な障害特性に対応できる地域医療
体制を進めていく。

41
介護に関わる相
談体制と情報提供
の充実

サービス相談調整専門員
の一層の活用を図る。認
知症相談や在宅介護・地
域包括支援センター等窓
口をさらに周知するととも
に、24時間365日の相談
体制を継続していく。

充実 市民 高齢者支援課

平成30年度にサービス相談調整
専門員を増員し、相談体制の強
化を図った。今年度はさらに、研
修や実践をとおして、相談体制の
質の向上を図る。

介護支援専門員資格を持つサービス相談
調整専門員の増員により、より、専門的な
相談について対応した。

Ｂ
サービス相談調整専門員を活用し、
相談対応の質の向上を目指す。

40

介護保険・医療・
福祉の連携による
介護サービスと生
活支援の充実

介護保険サービス提供事
業者と医療関係者の介護
情報提供の仕組みを充実
し、連携を強化する。

充実
事業者

等
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資料８
令和２年８月６日

　男女平等推進審議会資料武蔵野市第四次男女平等推進計画 進捗状況調査報告書

事業概要 区分 事業の対象者 主管課 令和元年度事業予定 令和元年度事業実績 評価 令和２年度事業予定

基本目標

基本施策

施策

事業名

【評価基準について】
＜主管課の自己評価＞
A：順調または目標達成。
B：概ね順調。更に工夫しながら実施。
C：検討が必要。
D：極めて不十分。実施せず。

高齢者支援課

市内の企業等に対して、認知症
サポーター養成講座や介護保
険・福祉サービスの仕組み等を
伝える講座を実施し、就労者に
対する情報提供を図る。

認知症相談や認知症サポーター養成講座
を現役世代が参加しやすい休日や夜間の
時間帯に実施したほか、子育てフェスティ
バルでダブルケア・トリプルケアの相談
コーナーを設け、相談窓口の普及啓発を
行った。

B

引き続き、認知症サポーター養成講
座や介護保険・福祉サービスの仕
組み等を伝える講座を実施し、就労
者に対する情報提供を図る。

障害者福祉課
平成30年度と同様、会議に参加
し関係機関との情報交換、連携
により孤立防止に努める。

日中サービス支援型グループホームの開
設に向けた取り組みを進めた。

B
　日中サービス支援型グループホー
ムが開設予定。（令和２年12月、定
員20名）

43
家族介護支援事
業の拡充（事業19
再掲）

介護の知識や対応方法が
得られる講座や、相談・情
報交換の機会を提供し、
精神面と介護の負担軽減
の面から家族介護者を支
援する。

継続 市民 高齢者支援課

デイサービスセンターや在宅介
護・地域包括支援センターで家族
介護者の交流の場や介護講座
等を実施する。また、実施主体の
意見交換会を行い、方針を共有
しつつ各実施主体の特徴を活か
した事業を展開する。

家族介護者を対象とした事業を在宅介護
支援センター６カ所、デイサービスセンター
10カ所、合計16カ所で実施。また、実施主
体の意見交換会も行い、方針を共有しつ
つ各機関の特徴を生かした事業を展開し
た。

Ｂ

引き続き、各在宅介護支援センター
やデイサービスセンターで家族介護
者の交流の場や介護講座等の実施
を継続していく。また、実施主体の
意見交換会も行い、方針を共有しつ
つ各機関の特徴を生かした事業を
展開していく。

44

市役所内の審議
会等における女性
委員の割合の向
上

市が設置する各種委員会
への女性委員の参画を促
進する。

継続 市
男女平等推進
センター

各課宛て事務連絡の発出、庁内
推進会議（幹事会）での協議等を
行い女性委員の参画割合を高め
る。

庁内推進会議（幹事会）にて、各種委員会
への女性委員の参画状況について確認
し、参画促進を依頼した。

B
各課宛て事務連絡の発出、庁内推
進会議（幹事会）での協議等を行い
女性委員の参画割合を高める。

45
市役所の女性管
理職の登用推進

女性職員が管理職を目指
しやすい環境整備を進
め、管理職挑戦への動機
付けとなるよう、女性活躍
に関する研修や講演会の
実施、自主研究グループ
の活動支援等を行う。

充実 市 人事課
引き続き、女性の登用の促進に
関する研修等を職員に案内す
る。

・女性の登用の促進に関するセミナーに参
加した。
・育児休業中の職員に昇任試験の案内を
個別に行い、受験を促した。

B

・女性の登用の促進に関する研修
等を職員に案内する。
・育児休業中職員に対して昇任試験
案内を個別に行う。

46
女性教員の管理
職試験受験の推
奨

女性教員の管理職選考の
受験を推奨する。

継続 市 指導課

教職員の配置は東京都教育委
員会が行うが、市としては引き続
き女性教職員の管理職選考の受
験を奨励する。

令和元年度の女性の校長・副校長の割合
は、36名中15名で41.7％である。令和2年
度の割合は、36名中14名で38.9％である。

B

教職員の配置は東京都教育委員会
が行うが、市としては引き続き女性
教職員の管理職選考の受験を奨励
する。

（１）政策・方針決定の場への女性の参画の促進(★)

基本施策４　あらゆる分野における女性の活躍の推進

42

ダブルケア・トリプ
ルケアへの支援
や介護離職防止
のための取組の
検討

子と親、子と自分の親と配
偶者の親など、複数の家
族に対する介護や育児の
担い手を支えるための取
組を検討する。

継続 市民
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資料８
令和２年８月６日

　男女平等推進審議会資料武蔵野市第四次男女平等推進計画 進捗状況調査報告書

事業概要 区分 事業の対象者 主管課 令和元年度事業予定 令和元年度事業実績 評価 令和２年度事業予定

基本目標

基本施策

施策

事業名

【評価基準について】
＜主管課の自己評価＞
A：順調または目標達成。
B：概ね順調。更に工夫しながら実施。
C：検討が必要。
D：極めて不十分。実施せず。

産業振興課
三鷹市やハローワーク、東京しご
とセンターとの共催で、託児付の
再就職支援講座を目指す。

東京しごとセンターとの共催で、託児付き
の女性の再就職パソコンセミナーを実施
し、また三鷹市やハローワーク等との共催
で、託児付の就職セミナー・面接会を実施
した。

A

三鷹市等との共催で託児付きのセミ
ナーを開催し、また、東京都、東京し
ごとセンター等による専門家の支援
の情報を提供していく。

男女平等推進
センター

引き続き、情報の収集・提供に努
め、講座等を開催する。

講座「また働きたいあなたへ　女性のため
の再就職ナビ」(連続講座：参加者延25人・
託児延14人)、講座「育休ママ・パパのため
の職場復帰応援セミナー」(連続講座：参加
者延54人、託児延23人)を開催し意識啓発
を行った。
ハローワークや都しごとセンターが実施す
る再就職講座などのチラシをセンターに配
架した。

A
引き続き、情報の収集・提供に努
め、講座等を開催する。

（２）女性の再就職支援・起業支援

47

就職・再就職に関
する情報収集・提
供やキャリア形成
支援

女性の就職や再就職につ
いて支援講座を実施す
る。また、ハローワーク・東
京しごとセンターと連携
し、就職情報の提供や相
談会の開催を検討する。

継続 市民
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資料８
令和２年８月６日

　男女平等推進審議会資料武蔵野市第四次男女平等推進計画 進捗状況調査報告書

事業概要 区分 事業の対象者 主管課 令和元年度事業予定 令和元年度事業実績 評価 令和２年度事業予定

基本目標

基本施策

施策

事業名

【評価基準について】
＜主管課の自己評価＞
A：順調または目標達成。
B：概ね順調。更に工夫しながら実施。
C：検討が必要。
D：極めて不十分。実施せず。

産業振興課

・市制度融資、関係機関の事業
の広報を行う。
・むさしの創業サポートネットによ
る創業支援事業を実施する。

起業や就労支援のため地元企業やＮＰＯ
等による市民活動についての情報提供や
融資あっせん、事業費助成などの育成支
援を行った。総合的な人材確保・養成機関
である「地域包括ケア人材育成センター」
において、介護サービス事業者及び障害
福祉サービス事業者の求人情報を提供し
た。

B
起業や就労支援のための情報提供
や融資あっせん、事業費助成などの
支援を行う。

市民活動推進
課

「武蔵野市特定非営利活動法人
補助金交付要綱」に基づき市内
NPOの申請する公益活動を審査
し補助金を交付する。（1団体1事
業20万円まで。予算220万円）合
わせて、補助金交付法人の交流
会を実施する。フェイスブック「武
蔵野市市民活動かわら版」にて
市民活動に関する情報提供を行
う。

補助金申請件数11件、交付件数10件。
12月に補助金交付団体の交流会を実施し
各団体の活動情報を共有。
フェイスブック「武蔵野市市民活動かわら
版」にて市民活動に関する情報提供を行っ
た。

B

「武蔵野市特定非営利活動法人補
助金交付要綱」に基づき市内NPO
の申請する公益活動を審査し補助
金を交付する。フェイスブック「武蔵
野市市民活動かわら版」にて市民活
動に関する情報提供を行う。

地域支援課

・「地域包括ケア人材育成セン
ター」では、人材養成事業、研
修・相談事業、就職支援事業、事
業者・団体支援事業の４つの事
業を柱に展開を図る。
・就職支援事業、事業者・団体支
援事業において、関係機関と連
携し、就労希望者と事業者を結
ぶ就職相談会を新たに実施する
ほか、福祉の仕事について普及・
啓発を行う「お仕事フェア」を複数
回実施していく。

・人材養成事業では、初任者研修及び認
定ヘルパー養成研修、認定ヘルパーフォ
ローアップ研修を実施。
・研修・相談事業では、技術研修、認知症
支援研修、潜在的有資格者研修、介護従
事者の悩み相談室を実施。
・就職支援事業では、ホームページにて従
事者を募集する事業者を紹介した。
・事業者・団体支援事業では、若年の介護
職が情報共有や介護の仕事の普及啓発
を考える「プロジェクト若ば」を実施、また管
理者・経営者向け研修会を実施した。
・プロジェクト若ばにて検討・準備し、令和2
年3月に予定していた「お仕事フェア」は中
止した。

B

・令和元年度と同様に、人材養成事
業、研修・相談事業、就職支援事
業、事業者・団体支援事業の４つの
事業を柱に展開を図る。
・喀痰吸引研修を新たに実施してい
く。

48

地域に根ざした起
業・就労・地域支
援に関する情報の
提供や育成支援

起業や就労支援のため地
元企業やＮＰＯ等による市
民活動についての情報提
供や融資あっせん、事業
費助成などの育成支援を
行う。総合的な人材確保・
養成機関である「地域包
括ケア人材育成センター」
において、介護サービス
事業者及び障害福祉サー
ビス事業者の求人情報を
提供する。

継続
市民/事
業者等
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資料８
令和２年８月６日

　男女平等推進審議会資料武蔵野市第四次男女平等推進計画 進捗状況調査報告書

事業概要 区分 事業の対象者 主管課 令和元年度事業予定 令和元年度事業実績 評価 令和２年度事業予定

基本目標

基本施策

施策

事業名

【評価基準について】
＜主管課の自己評価＞
A：順調または目標達成。
B：概ね順調。更に工夫しながら実施。
C：検討が必要。
D：極めて不十分。実施せず。

49
地域リーダーの育
成

地域福祉活動のリーダー
養成を行う武蔵野市民社
会福祉協議会の活動を支
援するとともに、参加促進
のための情報提供を行
う。

継続 市民 地域支援課

地域福祉ファシリテーター養成講
座や地域社協運営委員研修等
において、活動者の支援を行う。
また、「地域社協はじめて研修」
を一般向けに行うことを予定す
る。

・地域福祉ファシリテーター養成講座（受講
生4名）
・地域社協はじめて研修（地域社協活動歴
が浅い人向けの説明会：14名）
・地域社協はじめて講座（一般向け：9名）

B

地域福祉ファシリテーター養成講座
や地域社協運営委員研修等におい
て、活動者の支援を行う。また、「地
域社協はじめて研修」を関係団体向
けに実施予定。
地域ファシリテーター養成講座は小
金井市、三鷹市、ルーテル学院大
学と共同実施しているが、令和２年
度より調布市も参加予定。市内地域
福祉への理解を深めるために、武
蔵野市の受講生は事前オリエン
テーションも実施する

→地域福祉ファシリテーター養成講
座は新型コロナウイルス感染症の
影響により中止

50
地域防災への女
性の参画

避難所の運営等における
男女平等の推進を図るた
め、女性の視点を取り入
れた避難所運営手引きの
作成や訓練を実施する。

充実 市民 防災課

引き続き子どもを持つ女性向け
の防災講習等、各種訓練やイベ
ントでの啓発活動を通じて、避難
所運営や地域防災への女性参
画を促進していく。
女性の視点を取り入れた避難所
運営の手引きを周知し、避難所
運営等における男女平等を推進
する。

子どもを持つ女性向けの防災講話等の啓
発活動を行い、避難所運営や地域防災へ
の女性参画を促進した。

B

引き続き、子どもを持つ女性向けの
防災講習等、各種訓練やイベントで
の啓発活動を通じて、避難所運営
や地域防災への女性参画を促進し
ていく。
女性の視点を取り入れた避難所運
営の手引きを周知し、避難所運営等
における男女平等を推進する。

（３）女性の地域活動・防災活動への参画促進
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事業概要 区分 事業の対象者 主管課 令和元年度事業予定 令和元年度事業実績 評価 令和２年度事業予定

基本目標

基本施策

施策

事業名

【評価基準について】
＜主管課の自己評価＞
A：順調または目標達成。
B：概ね順調。更に工夫しながら実施。
C：検討が必要。
D：極めて不十分。実施せず。

子ども家庭支
援センター

引き続き、関係課と連携して、暴
力の早期発見と未然防止に努め
る。

日頃から関係課と連携を取り、配偶者等か
らの暴力の早期発見と発生防止に努め
た。

A
引き続き、関係課と連携して、暴力
の早期発見と未然防止に努める。

健康課

・生後約4か月までのすべての乳
児を対象にこんにちは赤ちゃん
訪問を実施する。
・各乳幼児健康診査や、訪問等
の相談事業から、家族の相談に
対応する。

・生後約4か月までのすべての乳児を対象
にこんにちは赤ちゃん訪問を実施した。訪
問件数1,328件。
・各乳幼児健康診査や、訪問等の相談事
業から、家族の相談に対応した。

Ｂ

・生後約4か月までのすべての乳児
を対象にこんにちは赤ちゃん訪問を
実施する。
・各乳幼児健康診査や、訪問等の相
談事業から、家族の相談に対応す
る。

52
若年世代への意
識啓発

センター企画運営委員会
と連携し、市内の学校の
協力を得て「デートＤＶ防
止」をテーマに出前講座を
実施する。

継続 市民
男女平等推進
センター

センター企画運営委員会と連携
し、引き続き、市内大学や高校等
の協力を得て「デートＤＶ」をテー
マに出前講座を実施する。

男女平等推進センター企画運営委員会の
企画で、成蹊大学と共催し、大学生を中心
にデートDVに関する公開出前講座を実施
した（参加者140人）。デートＤＶカードを新
たに市内図書館(中央・プレイス・吉祥寺)、
市政センター(中央・吉祥寺・境)に配架し
た。また、成人式で新成人に配布し、啓発
を行った。

A

センター企画運営委員会と連携し、
引き続き、市内大学や高校等の協
力を得て「デートＤＶ」をテーマに出
前講座を実施する。成人式などで
デートＤＶカードを配布し、啓発を行
う。

53
「女性に対する暴
力をなくす運動」
の実施

市民団体と連携し、「女性
に対する暴力をなくす運
動」に合わせ、パネル展示
や講座を実施する。

継続 市民
男女平等推進
センター

「女性に対する暴力をなくす運
動」期間にパネル展示や関連講
座等を実施する。

「女性に対する暴力をなくす運動」期間に、
市民会館・武蔵野プレイス・市役所にてパ
ネル展示を行うとともに、DV防止啓発講座
等を実施した。また、中央図書館・武蔵野
プレイス・吉祥寺図書館において関連図書
展示を行った。

B
「女性に対する暴力をなくす運動」期
間にパネル展示や関連講座等を実
施する。

54
男女平等推進情
報誌「まなこ」にお
ける広報

男女平等推進情報誌「ま
なこ」において、ＤＶ防止
啓発を継続して行う。

継続 市民
男女平等推進
センター

引き続き「まなこ」で相談窓口等
の広報を行う。

まなこで毎号市の女性総合相談、女性法
律相談、にじいろ電話相談(性的指向・性
自認に関する相談)窓口を広報した。にじ
いろ電話相談(性的指向・性自認に関する
相談)については、「まなこ」108号特集「性
の多様性を認め合うまちへ　レインボー
ムサシノ宣言」で、３駅ラック配架分に広報
チラシをはさみ込みによる、情報提供も併
せて行った。

B
引き続き「まなこ」で相談窓口等の
広報を行う。

基本目標Ⅲ　人権を尊重し、あらゆる暴力を許さないまち （新規：１/継続：39/充実：２/見直し：１）

基本施策１　配偶者等からの暴力の未然防止と被害者支援【武蔵野市第二次配偶者暴力対策基本計画】

（１）暴力の未然防止と早期発見（★）

51
配偶者等からの暴
力の早期発見と発
生防止

妊娠届時の面接や子ども
家庭相談などを通して配
偶者等からの暴力の早期
発見と発生防止に努め
る。

充実 市民
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令和２年８月６日

　男女平等推進審議会資料武蔵野市第四次男女平等推進計画 進捗状況調査報告書

事業概要 区分 事業の対象者 主管課 令和元年度事業予定 令和元年度事業実績 評価 令和２年度事業予定

基本目標

基本施策

施策

事業名

【評価基準について】
＜主管課の自己評価＞
A：順調または目標達成。
B：概ね順調。更に工夫しながら実施。
C：検討が必要。
D：極めて不十分。実施せず。

55
女性総合相談窓
口の実施

健康、法律、家庭相談等
の担当部署との連携を強
化して問題の迅速な解決
を図る。利用しやすい総合
相談窓口機能を整備す
る。

継続 市民
男女平等推進
センター

引き続き、女性法律相談を実施
し、相談カードを配架するなど、
利用しやすい総合相談窓口機能
を整備する。

女性総合相談・女性法律相談を実施した。
女性総合相談：毎月第１土曜13時～15時
50分、第２金曜18時～20時50分、第４火曜
９時～11時50分（56件）。
女性法律相談：毎月第１土曜９時～11時
50分(21件)。
相談カードを新たに市内全コミュニティセン
ターに配架し普及啓発を行った。また、男
女共同参画フォーラムパネル展示におい
ても、相談カードを配架し周知を図った。

B

引き続き、女性総合相談・女性法律
相談を実施し、相談カードを配架す
るなど、利用しやすい総合相談窓口
機能を整備する。

男女平等推進
センター

引き続き、子ども家庭支援セン
ターとの円滑な情報共有を図る。
また、高齢者や障害のある被害
者の対応については、関係課と
調整・連携のうえ、支援を行う。

子ども家庭支援センターの担当職員や相
談員を交え、相談状況や内容に関する情
報共有を行った。女性総合相談・女性法律
相談を実施した。
女性総合相談：毎月第１土曜13時～15時
50分、第２金曜18時～20時50分、第４火曜
９時～11時50分（56件）。
女性法律相談：毎月第１土曜９時～11時
50分(21件)。
必要に応じて関係課と連携のうえ相談事
業を行った。

Ｂ

引き続き、子ども家庭支援センター
との円滑な情報共有を図る。また、
高齢者や障害のある被害者の対応
については、関係課と調整・連携の
うえ、支援を行う。

子ども家庭支
援センター

女性総合相談担当とひとり親家
庭相談担当で定期的に情報や支
援方法の共有を行う。庁内連携
会議を通じて各課担当者の理解
を深めるとともに、高齢者や障害
のある被害者の対応について
は、関係課と調整・連携のうえ、
支援を行う。

女性総合相談担当とひとり親家庭相談担
当で課題の整理や情報共有を行った。
令和２年１月31日に庁内連携会議を開催
し、情報を共有した。会議内では研修も行
い、DV被害者の支援について理解を深め
た。高齢や障害部局と連携して個別の支
援を行った。

A

女性総合相談担当とひとり親家庭
相談担当で定期的に情報や支援方
法の共有を行う。庁内連携会議を通
じて各課担当者の理解を深めるとと
もに、高齢者や障害のある被害者
の対応については、関係課と調整・
連携のうえ、支援を行う。

57
配偶者暴力に関
する外国人相談
者の情報保障

外国人相談者への対応と
して、東京都や武蔵野市
国際交流協会など他機関
との連携によりできるだけ
母国語通訳の確保を目指
す。

継続 市民
子ども家庭支
援センター

平成31年度についても、通訳の
報償金を予算措置した。引き続
き、相談・支援情報の多言語での
提供について検討していく。

・通訳の報奨金を予算措置したが、日本語
での会話が困難な被害者の来所はなかっ
た。
・ウィメンズプラザ等外国語での支援が可
能な機関の情報を収集した。

A
様々な言語を用いて柔軟に対応で
きるよう翻訳機を購入する。

（２）相談事業の充実（★）

56
配偶者暴力に関
する相談体制の

整備

ひとり親家庭相談と女性
総合相談窓口相互の円滑
な連携を図るため、つなぎ
方や相談の流れなどの情
報共有等を行い、関係部
署間の連携を図る。高齢
者や障害のある被害者の
対応については、関係課
と調整・連携の上、支援を
行う。

継続 市
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令和２年８月６日

　男女平等推進審議会資料武蔵野市第四次男女平等推進計画 進捗状況調査報告書

事業概要 区分 事業の対象者 主管課 令和元年度事業予定 令和元年度事業実績 評価 令和２年度事業予定

基本目標

基本施策

施策

事業名

【評価基準について】
＜主管課の自己評価＞
A：順調または目標達成。
B：概ね順調。更に工夫しながら実施。
C：検討が必要。
D：極めて不十分。実施せず。

男女平等推進
センター

公共施設や民間施設の女性トイ
レに、作成した相談カードの配架
を行う。医療・民生委員など関係
機関への窓口等の周知を図る。

相談カードを新たに市内全コミュニティーセ
ンターに配架し、普及啓発を図った。

B

公共施設や民間施設の女性トイレ
に、作成した相談カードの配架を行
う。医療・民生委員など関係機関へ
の窓口等の周知を図る。

子ども家庭支
援センター

引き続き、ホームページ等で相談
窓口の周知を行う。

市ホームページ等で相談窓口を周知して
いる。

A
市ホームページ等で相談窓口を周
知する。

59
男性のための相
談に関する情報提
供

男性からの家庭や夫婦関
係に関する相談等につい
ては東京ウィメンズプラザ
等の適切な相談窓口の情
報提供を行う。

継続 市民
男女平等推進
センター

引き続き、男性方の家庭や夫婦
関係に関する相談等について「ま
なこ」に相談先を掲載するほか、
女性に対する暴力をなくす運動
等でも情報提供を行う。

女性に対する暴力をなくす運動等で東京
都ウィメンズプラザの案内を配架し情報提
供を行った。

B

引き続き、男性方の家庭や夫婦関
係に関する相談等について「まなこ」
に相談先を掲載するほか、女性に
対する暴力をなくす運動等でも情報
提供を行う。

60
相談事業の成果
を他の事業へ生
かす体制づくり

相談によって表面化する
問題点を全庁的な問題と
して取り上げ、関係部課
の取組を推進する。

継続 市
男女平等推進
センター

関係課や機関への情報提供等を
行うと伴に連携を図る。

男女平等推進センターと子ども家庭支援
センターの担当職員や相談員を交え、女
性総合相談や女性法律相談の実施状況
に関する情報共有を行った。

A
関係課や機関への情報提供等を行
うと伴に連携を図る。

61
被害者の安全の
確保

迅速な対応が必要な場合
は、東京都や警察等と連
携し、一時保護するなど子
どもも含めて被害者の安
全確保を図る。

継続 市民
子ども家庭支
援センター

引き続き、東京都や警察等と連
携し、被害者の安全を確保する。

東京都や警察等と連携し、被害者の安全
確保に努めた。
緊急一時保護：８世帯12人

A
引き続き、東京都や警察等と連携
し、被害者の安全を確保する。

子ども家庭支
援センター

引き続き、配偶者等暴力被害者
支援庁内連絡会議等で、情報共
有、課題整理を行っていくととも
に緊急を要する事例については
個別に対応する。

住民情報系システムにより関係各課で情
報を共有し、被害者情報の保護について
徹底した。令和２年１月31日の庁内連絡会
議で研修を実施し、DV被害者支援につい
て理解を深めた。

A

引き続き、配偶者等暴力被害者支
援庁内連絡会議等で、情報共有、
課題整理を行っていくとともに緊急
を要する事例については個別に対
応する。

情報管理課

引き続き住民情報系システムに
おいてDV被害者情報を共有す
る。また、今年度新たに住民情報
系システムを使用することになっ
た職員を対象にしたセキュリティ
研修にて、説明を行う。

住民情報系システムにおいてDV被害者情
報を共有し、被害者情報の保護を行った。
また、今年度新たに住民情報系システム
を使用することになった職員対象のセキュ
リティ研修において、DV情報の共有と保護
の重要性について説明を行った。

B

引き続き住民情報系システムにお
いてDV被害者情報を共有する。ま
た、今年度新たに住民情報系システ
ムを使用することになった職員を対
象にしたセキュリティ研修にて、説明
を行う。

62
被害者情報の保
護

配偶者暴力被害者の安全
を図るため、住民情報系
システムにより、関係各課
で情報共有し、加害者へ
の情報の漏えいがないよ
う徹底した管理を行うとと
もに、引き続き、被害者保
護の視点から職員研修を
継続的に行う。

継続 市

58
配偶者暴力に関
する相談窓口の
周知

配偶者暴力被害者の早期
相談を促すため、「女性相
談カード」を市内公共施設
等のトイレに貼付・配布
し、相談窓口等を周知す
る。幅広い相談につなげ
るため、医療・民生委員な
ど関係機関への窓口等の
周知を図る。

継続 市民

（３）安全の確保
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事業概要 区分 事業の対象者 主管課 令和元年度事業予定 令和元年度事業実績 評価 令和２年度事業予定

基本目標

基本施策

施策

事業名

【評価基準について】
＜主管課の自己評価＞
A：順調または目標達成。
B：概ね順調。更に工夫しながら実施。
C：検討が必要。
D：極めて不十分。実施せず。

63
庁内ネットワーク
による被害者への
円滑な支援

被害者の庁内各課での手
続きを円滑に支援するた
め、定期的に庁内連絡会
を開催し、情報共有を図
る。

継続 市
子ども家庭支
援センター

引き続き、配偶者等暴力被害者
支援庁内連絡会議等で、情報共
有、課題整理を行っていく。

令和２年１月31日に配偶者等暴力被害者
支援庁内連絡会議を行った。被害者支援
に必要な情報を共有した。

A
引き続き、配偶者等暴力被害者支
援庁内連絡会議等で、情報共有、
課題整理を行っていく。

64
被害者の立場に
立った支援

被害者の精神状態等の安
定や二次被害の防止を図
るため、相談員による同
行支援等を通じ一貫した
支援を引き続き行う。

継続 市
子ども家庭支
援センター

相談員による同行支援等を通
じ、一貫した支援を引き続き行
う。

必要に応じて相談員による同行支援や連
絡調整を行い、被害者の負担の軽減を
図った。

A
相談員による同行支援等を通じ、一
貫した支援を引き続き行う。

男女平等推進
センター

引き続き女性総合相談・女性法
律相談を実施する。

女性総合相談のなかで、必要に応じて庁
内の相談先や支援機関を紹介するほか、
関係部署に情報提供を行った。

B
引き続き女性総合相談・女性法律
相談を実施する。

子ども家庭支
援センター

引き続き、必要に応じて医療機
関等への連携を図る。

医療ケアが必要と思われる被害者につい
て、医療機関を紹介するまたは受診に同
行する等の支援を行った。

A
引き続き、必要に応じて医療機関等
への連携を図る。

男女平等推進
センター

引き続き女性総合相談・女性法
律相談を実施する。

女性総合相談のなかで、必要に応じて庁
内の相談先や支援機関を紹介するほか、
関係部署に情報提供を行った。

B
引き続き女性総合相談・女性法律
相談を実施する。

子ども家庭支
援センター

関係機関と連携し、引き続き子ど
もに対する継続的な心理的援助
を行う。

関係機関と連携し、心理的なケアを行っ
た。

A
関係機関と連携し、引き続き子ども
に対する継続的な心理的援助を行
う。

教育支援課 引き続き教育相談を実施する。
教育相談の中で必要に応じて支援機関を
紹介している。

B 引き続き教育相談を実施する。

67

配偶者暴力被害
者支援のための
庁内ネットワーク
の充実

武蔵野市配偶者等暴力被
害者支援庁内連絡会が、
被害者支援のネットワーク
として機能するよう、情報
共有、研修、マニュアルの
随時見直しなどを、引き続
き行っていく。

継続 市
子ども家庭支
援センター

引き続き、配偶者等暴力被害者
支援庁内連絡会議等で、情報共
有、課題整理を行っていく。

配偶者暴力被害者支援庁内連絡会議と実
務担当者の合同会議を開催して連携強化
を図るとともに、研修を実施して支援に必
要な基礎知識を習得した。

A
引き続き、配偶者等暴力被害者支
援庁内連絡会議等で情報共有、課
題整理を行っていく。

配偶者暴力が行われてい
る家庭の子どもに対して、
子ども家庭支援センター、
学校、教育支援センター、
保育園等関係機関と連携
し子どもに対する継続的
な心理的援助を行う。

継続 市/市民

（５）推進体制の整備

（４）自立支援

65
被害者へのカウン
セリングの検討

配偶者暴力被害を含めた
女性相談において、医療
機関や関係機関との連携
を深め、必要に応じてカウ
ンセリングなどのメンタル
ケアを行う体制を検討す
る。

継続 市/市民

66
子どもに対する心
理的援助
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基本目標

基本施策

施策

事業名

【評価基準について】
＜主管課の自己評価＞
A：順調または目標達成。
B：概ね順調。更に工夫しながら実施。
C：検討が必要。
D：極めて不十分。実施せず。

68 東京都等との連携

東京都が行う近隣４市と
管内警察との関係機関連
絡会や相談員連絡会等に
おいて、関係機関との情
報交換や連携を図る。

継続 市
子ども家庭支
援センター

引き続き、関係機関連絡会や相
談員連絡会等において、関係機
関との情報交換や連携を図る。

東京都が実施する近隣市と警察との関係
機関連絡会（１回）や相談員連絡会（12回）
等において、関係機関との情報交換を行っ
た。

A
引き続き、関係機関連絡会や相談
員連絡会等において、関係機関との
情報交換や連携を図る。

69
外部の関係機関と
の連携

被害者への迅速な対応を
図るため、外部関係機関
と庁内各課との連携体制
を検討する。

見直
し

市
男女平等推進
センター

引き続き、子ども家庭支援セン
ターとの連携や情報共有に努め
る。

緊急性のある事案に関しては、外部関係
機関と連携している子ども家庭支援セン
ターにつなぐこととしているため、子ども家
庭支援センターと情報共有を図った。

B
引き続き、子ども家庭支援センター
との連携や情報共有に努める。

市民活動推進
課

引き続き、人権に関する研修に
職員を派遣する。

多摩東人権擁護委員協議会第２部会の研
修（年３回）に各回職員１名を派遣した。ま
た、（公財）人権教育啓発推進センターが
主催する人権啓発指導者養成研修会（法
務省委託・３日間。（「女性の人権」講義あ
り））及び東京都主催の人権学習指導者研
修「人権課題研修」に、職員１名を派遣し
た。

A

多摩東人権擁護委員協議会第２部
会の研修（年３回）に職員を派遣す
るほか、可能な範囲で、東京都等の
関係機関が主催する人権研修に職
員を派遣し情報収集を行うとともに、
職員のスキル向上を図っていく。

男女平等推進
センター

相談に関する理解を深めるた
め、引き続き東京都主催の相談
員向けの研修に職員を派遣す
る。

都主催の男女平等の視点に立った研修に
職員を１名派遣した。また、相談の委託先
事業者への研修の情報提供を行った。

B
相談に関する理解を深めるため、引
き続き東京都主催の相談員向けの
研修に職員を派遣する。

子ども家庭支
援センター

引き続き、配偶者等暴力被害者
支援庁内連絡会議等で、研修会
等を行う。

配偶者等暴力被害者支援庁内連絡会議と
実務担当者の合同会議（１月実施）におい
て「DV被害者の支援にあたって」をテーマ
に研修を実施した。

A
引き続き、配偶者等暴力被害者支
援庁内連絡会議等で、研修会等を
行う。

71
相談担当職員の
研修の充実

相談窓口等の相談員は他
機関で実施する研修会等
に積極的に参加し、継続
的に支援スキルの向上を
目指す。

継続 市
子ども家庭支
援センター

引き続き、相談窓口等の相談員
は他機関で実施する研修会等に
積極的に参加し、継続的に支援
スキルの向上を目指す。

東京ウィメンズプラザ、東京都ひとり親家
庭支援センター、養育費相談支援センター
等の主催する研修会、情報交換会や相談
員の連絡会に出席し、相談・支援のスキル
の習得に努めた。

A

引き続き相談窓口の相談員は他機
関で実施する研修会等に積極的に
参加し、継続的に支援スキルの向
上を目指す。

70
相談関係職員研
修の充実

人権尊重及び男女平等推
進の視点に立った相談を
行うため、啓発や研修を
行う。

継続 市
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基本目標

基本施策

施策

事業名

【評価基準について】
＜主管課の自己評価＞
A：順調または目標達成。
B：概ね順調。更に工夫しながら実施。
C：検討が必要。
D：極めて不十分。実施せず。

男女平等推進
センター

引き続き、センターの機能の充実
について検討を行う。

女性総合相談、女性法律相談を実施する
とともに、「女性に対する暴力をなくす運
動」期間に合わせ、ＤＶ防止啓発講座、ＤＶ
防止パネル展、市立図書館で関連図書展
示を行うなど、配偶者暴力相談支援セン
ターの機能充実に努めた。

B
引き続き、配偶者暴力相談支援セン
ター機能の充実を進める。

子ども家庭支
援センター

配偶者暴力相談支援センターの
機能充実について検討を行う。

東京ウィメンズプラザと情報を交換し、現
状と課題について検討を行った。
暴力被害者の自立を促進するための支
援を行い、緊急時には各機関と連携して
一時保護をする等安全の確保に努め
た。

B
引き続き、配偶者暴力相談支援セ
ンター機能の充実を進める。

73

性に関するハラス
メントやストー
カー、性暴力等の
防止のための啓
発

様々な機会を通して、事
業者や市民に対して性に
関するハラスメントやス
トーカー行為、性暴力等
の防止についての啓発活
動を行う。

継続 市民
男女平等推進
センター

「女性に対する暴力をなくす運
動」期間に合わせ関連図書展示
を行ったり、センターでセクハラ
やストーカー行為、性暴力等に関
する新聞記事を掲示するなど、
啓発活動を行う。

「女性に対する暴力をなくす運動」期間に
合わせ、セクシュアル・ハラスメントに関す
る図書の展示を行った。

B

「女性に対する暴力をなくす運動」期
間に合わせ関連図書展示を行った
り、センターでセクハラやストーカー
行為、性暴力等に関する新聞記事
を掲示するなど、啓発活動を行う。

74
ストーカー行為等
の被害者に対する
支援

ストーカー行為等の規制
に関する法律の一部改正
に基づき、ストーカー行為
等の被害者に対する支援
に努める。

継続 市/市民
子ども家庭支
援センター

引き続き、市で行う犯罪被害者
の支援の取組みについて周知す
る。職務関係者は研修に参加し、
専門知識を習得する。

東京都で実施する研修に参加し、ストー
カー行為とその支援に関する知識の習得
に努めた。
相談支援実績：延べ３件

A
引き続き、職務関係者は研修に参
加し、被害者に対する支援を行う。

75

「女性に対する暴
力をなくす運動」
の実施（事業53再
掲）

市民団体と連携し、「女性
に対する暴力をなくす運
動」に合わせ、パネル展示
や講座を実施する。

継続 市民
男女平等推進
センター

「女性に対する暴力をなくす運
動」期間にパネル展示や関連講
座等を実施する。

「女性に対する暴力をなくす運動」期間に、
市民会館・武蔵野プレイス・市役所にてパ
ネル展示を行うとともに、DV防止啓発講座
等を実施した。また、中央図書館・武蔵野
プレイス・吉祥寺図書館において関連図書
展示を行った。

B
「女性に対する暴力をなくす運動」期
間にパネル展示や関連講座等を実
施する。

（１）　性に関するハラスメントやストーカー等への対策

基本施策２　性に関するハラスメントやストーカー等への対策

72
配偶者暴力相談
支援センターの機
能充実

配偶者からの暴力防止及
び被害者の保護等に関す
る法律に基づく、配偶者暴
力相談支援センターの機
能の充実について検討す
る。

継続 市
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C：検討が必要。
D：極めて不十分。実施せず。

76
女性相談窓口の
実施（事業55再
掲）

健康、法律、家庭相談等
の担当部署との連携を強
化して問題の迅速な解決
を図る。利用しやすい総合
相談窓口機能を整備す
る。

継続 市民
男女平等推進
センター

引き続き、女性法律相談を実施
し、相談カードを配架するなど、
利用しやすい総合相談窓口機能
を整備する。

女性総合相談・女性法律相談を実施した。
女性総合相談：毎月第１土曜13時～15時
50分、第２金曜18時～20時50分、第４火曜
９時～11時50分（56件）。
女性法律相談：毎月第１土曜９時～11時
50分(21件)。
相談カードを新たに市内全コミュニティセン
ターに配架し普及啓発を行った。また、男
女共同参画フォーラムパネル展示におい
ても、相談カードを配架し周知を図った。

B

引き続き、女性総合相談・女性法律
相談を実施し、相談カードを配架す
るなど、利用しやすい総合相談窓口
機能を整備する。

77
図書館における情
報提供（事業４再
掲）

男女共同参画週間や女性
に対する暴力をなくす運
動に合わせ、図書館で特
設コーナーを設置するな
ど啓発に努める。

継続 市民 図書館
前年度と同内容の実施すること
を予定する。

１１月～１２月ミニトピックス「女性に対する
暴力をなくす運動」中央図書館７５冊、吉
祥寺図書館４２冊、武蔵野プレイス４２冊を
展示。

A 前年度と同内容の実施を予定。

78
ひとり親家庭の自
立促進計画の見
直し

ひとり親家庭へ効果的な
支援を行うため、第五次
子どもプラン武蔵野の策
定時に計画の見直しを行
う。

継続 市
子ども家庭支
援センター

第四次子どもプラン武蔵野に則
り、引き続き体系的な支援を行
う。ひとり親家庭アンケート調査
の結果を踏まえ、第五次子どもプ
ラン武蔵野の策定時に計画の見
直しを行う。

第五次子どもプラン武蔵野の策定に合わ
せ、ひとり親家庭の自立促進計画の見直
しを行った。

A
計画に基づき、引き続き体系的な支
援を行う。

子ども家庭支
援センター

引き続き、各種の手当、助成、各
種福祉資金の貸付により経済的
な支援を行う。

・対象者に児童扶養手当、児童育成手当
及び医療費助成等を行った。
・必要な世帯に各種福祉資金の貸付を
行った。

A
引き続き、各種の手当、助成、各種
福祉資金の貸付により経済的な支
援を行う。

教育支援課 引き続き支給事業を実施する。

・就学援助制度については、経済的な理由
により就学が困難な児童生徒の保護者に
対して援助を行った。
・高等学校等修学支援事業において、高
校生のいる世帯に対して入学にかかる費
用や授業料以外の教育にかかる経費の負
担を軽減するため、入学準備金、修学給
付金の支給を行った。

A 引き続き支給事業を実施する。

基本施策３　特に困難な状況にある人への支援

（１）ひとり親家庭等への支援（★）

79
ひとり親家庭への
経済的支援

各種の手当、助成、福祉
資金の貸付、就学援助に
より経済的な支援を行う。

継続 市民
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基本施策
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事業名

【評価基準について】
＜主管課の自己評価＞
A：順調または目標達成。
B：概ね順調。更に工夫しながら実施。
C：検討が必要。
D：極めて不十分。実施せず。

子ども家庭支
援センター

職業訓練や求職活動時・就業時
のホームヘルプサービスの提供
等を行いながら、総合的に自立
支援を行う。

・自立支援教育訓練給付金支給実績　２
件
・ホームヘルプサービス利用実績　23世
帯，1,039回

A

引き続き、職業訓練や求職活動時・
就業時のホームヘルプサービスの
提供等を行いながら、総合的に自立
支援を行う。

生活福祉課

生活福祉課が生活困窮世帯の
初回の相談支援を行った後、生
活保護には該当しないが、就労
や債務整理等、支援が必要な世
帯に対し、自立相談支援機関（武
蔵野市福祉公社）につなぎ、抱え
ている問題を整理し、計画的・継
続的な相談支援を行う。

自立相談支援機関（武蔵野市福祉公社）
での相談支援は、延べ総件数1,493件（面
接347件、訪問229件、電話917件）の活動
実績があった。

A

引き続き、生活福祉課が生活困窮
世帯の初回の相談支援を行った
後、生活保護には該当しないが、就
労や債務整理等、支援が必要な世
帯に対し、自立相談支援機関（武蔵
野市福祉公社）につなぎ、抱えてい
る問題を整理し、計画的・継続的な
相談支援を行う。

81
自主グループの支
援

ひとり親家庭の自立支援
や孤立化防止のために相
談や講座を通じて自主グ
ループ支援などを検討す
る。

継続 市民
男女平等推進
センター

引き続き、子ども家庭支援セン
ターと共催でひとり親家庭向けの
相談や講座等を実施する。

子ども家庭支援センターとの共催で、シン
グルマザー座談会を２回行った（参加者延
３人、託児延1人）。

B
引き続き、子ども家庭支援センター
と共催でひとり親家庭向けの相談や
講座等を実施する。

子ども家庭支
援センター

引き続き、家庭訪問による学習・
生活支援を行う。

10世帯に対し、家庭訪問による学習・生活
支援を行った。

A
新たに参加者を募集をし、家庭訪問
による学習・生活支援を行う。

生活福祉課

生活保護及び児童扶養手当受
給世帯等の生活困窮世帯の小
学校３年生～高校生に対する補
習教室型の学習支援をシルバー
人材センター等への委託により
実施し、基礎学力の向上を図り、
貧困の連鎖を防止する。

従来の学習支援(教室型）シルバー人材セ
ンターの委託により実施（延べ1,247回）。
更に少人数では対応困難な子どもに対応
するため 学習支援(サポート型）をトライグ
ループで新規に１教室（定員10名）を実施
（289回）した。

B

学習支援（サポート型）は、令和元
年度中にプロポーザルを実施し、定
員10名２教室2ヶ所で実施。子ども2
名に対しスタッフ1名で対応できるよ
うに、スタッフ数を1教室4名から5名
に増員して実施する。

83
ひとり親家庭の自
立に向けた就業
支援

ひとり親家庭の親が、継
続的、安定的に就業でき
るように、きめ細かい就労
支援を行う。

継続 市民
子ども家庭支
援センター

ハローワーク等関係機関と連携
して、きめ細やかな就労支援を行
う。

母子・父子自立支援プログラム策定件数
4件

A
ハローワーク等関係機関と連携し
て、きめ細やかな就労支援を行う。

82
ひとり親家庭等の
子どもへの学習・
生活支援

家庭訪問による学習・生
活支援及び補習教室での
学習支援を行う。

新規 市民

80
ひとり親家庭等へ
の自立支援

職業訓練、求職支援、就
業時のホームヘルプの提
供など就労の支援を行う。
また、生活困窮世帯の自
立支援のため、伴走型の
相談支援を行う。

継続 市民
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事業概要 区分 事業の対象者 主管課 令和元年度事業予定 令和元年度事業実績 評価 令和２年度事業予定

基本目標

基本施策

施策

事業名

【評価基準について】
＜主管課の自己評価＞
A：順調または目標達成。
B：概ね順調。更に工夫しながら実施。
C：検討が必要。
D：極めて不十分。実施せず。

高齢者支援課
見守り・孤立ネットワーク会議を年2
回開催し、参加団体の見守りネット
ワーク強化を図っていく。

年2回開催。
　第1回　令和元年7月23日（火）
　第2回　令和２年１月28日（火）
関係機関団体及び庁内関係各課　計40団
体の参加

A
見守り・孤立ネットワーク会議を年2回
開催し、参加団体の見守りネットワー
ク強化を図っていく。

障害者福祉課
平成30年度と同様、会議に参加
し関係機関との情報交換、連携
により孤立防止に努める。

会議に参加し、関係機関と孤立防止に向
けた情報交換、情報共有を図った。

Ａ
　関係機関と連携、協力を図りなが
ら、孤立防止に向けた取組みを進め
ていく。

高齢者支援課

平成30年度に、養護者による虐
待について事業所向けの研修会
を2回実施した。引続き今年度も
事業所向け研修会を3回実施す
る。また、高齢者及び障害者虐
待防止連絡会議についても引き
続き開催し、関係機関の連携強
化を図っていく。

「高齢者及び障害者虐待防止連絡会議」
年2回開催。
　第1回　令和元年7月10日（水）
　第2回　令和２年1月30日（木）
事業所向けの研修を3回（7/10・7/24・
12/16）行った。
施設養護者による虐待については、東京
都の研修参加について周知した。

A

事業所向け研修会を3回実施する。
また、高齢者及び障害者虐待防止
連絡会議についても引き続き開催
し、関係機関の連携強化を図ってい
く。

障害者福祉課

平成30年度と同様、連絡会と地
域協議会を2部構成で開催。障
害者差別に関する情報を、高齢
分野と共に理解を広げる。

「高齢者及び障害者虐待防止連絡会議」を
２回（７月、１月）開催し、虐待に関する情
報提供と課題の共有を図った。

Ａ
　関係機関と連携、協力を図りなが
ら、障害者虐待の防止に向けた取
組みを進めていく。

84

「見守り・孤立防止
ネットワーク」によ
る安否確認体制

の充実

「武蔵野市見守り・孤立防
止ネットワーク」参加団体
による、それぞれの通常
業務の中での異変の発
見・速やかな通報・相談窓
口の周知の取組を進める
とともに、ひとり暮らし高齢
者の増加等の課題に対応
するため、連携強化を図
る。

継続
市民/事
業者等

85 虐待防止の推進

虐待の早期発見及び適切
な援助を行うために、高齢
者及び障害者虐待防止連
絡会議の開催、介護サー
ビス事業者及びケアマネ
ジャーに対する虐待に関
する研修等を実施する。

継続

（２）高齢者・障害者の方への支援

市民/事
業者等
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事業概要 区分 事業の対象者 主管課 令和元年度事業予定 令和元年度事業実績 評価 令和２年度事業予定

基本目標

基本施策

施策

事業名

【評価基準について】
＜主管課の自己評価＞
A：順調または目標達成。
B：概ね順調。更に工夫しながら実施。
C：検討が必要。
D：極めて不十分。実施せず。

産業振興課

消費生活相談、出前講座、リーフ
レットの配布、悪質商法被害防止
街頭キャンペーンを行う。
むさしのFMによる啓発放送、市報
での啓発記事の掲載及び市ホーム
ページにて情報提供を行う。

消費生活相談は1,261件を受けた。出前講座
は６回の依頼を受け、述べ352 人に啓発講
座を行った。リーフレットは９月下旬に全戸配
布を行った。悪質商法被害防止街頭キャン
ペーンは３月19日に吉祥寺駅周辺で実施予
定だったが、コロナウイルス感染拡大を防止
するため、中止した。その他、むさしのFMで
の「かしこい消費者」の放送、市報のコラム
「消費生活センター相談の窓口から」の掲載
で、消費者被害防止の啓発を行った。

B

消費生活相談、出前講座、リーフレット
の配布、悪質商法被害防止街頭キャ
ンペーンを行う。
むさしのFMによる啓発放送、市報での
啓発記事の掲載及び市ホームページ
にて情報提供を行う。

高齢者支援課

年2回消費生活センター、安全対策
課、警察署と消費者被害について
情報交換会を開催。今年度も実施
し、「安心安全ニュース」を隔月で
発行、出前講座等を行い今年度も
同様に実施し、見守り、注意喚起を
促していく。

「武蔵野市孤立防止ネットワーク連絡会
議」（年2回開催）において、消費者被害に
ついても情報交換を行った。
偶数月に「武蔵野安心・安全ニュース」を
発行し関係機関団体への周知を行った。

A

年2回消費生活センター、安全対策
課、警察署と消費者被害について情
報交換会を開催。今年度も実施し、
「安心安全ニュース」を隔月で発行、出
前講座等を行い今年度も同様に実施
し、見守り、注意喚起を促していく。

障害者福祉課

引き続き、消費者被害の現状や
問題点を把握し、正しい知識を得
ることにより被害に巻き込まれな
いよう、市消費生活相談員を講
師とする啓発講座の受講を障害
関連施設職員、施設利用者に勧
奨する。

広報誌「つながり」で、消費者被害に関す
る相談窓口の案内等を行った。

Ｂ
　関係機関と連携、協力を図りなが
ら、消費者被害の防止に向けた取
組みを進めていく。

安全対策課

振り込め詐欺対策として、自動通
話録音機を300台購入し、警察署
と連携し無償貸出を行う。また、
警察等関係機関と連携し、各種
イベント等を実施し、犯罪被害防
止の啓発等の対策を講じる。

特殊詐欺対策として、自動通話録音機を
340台購入し、市民への無償貸出しを行っ
た。また、警察署と連携した各種啓発イベ
ント、成人式でのチラシ配布、駅前広場で
の啓発横断幕の設置、金融機関ＡＴＭ前
の路上面シート設置等を実施した。

B

特殊詐欺対策として、引き続き自動
通話録音機300台を購入し市民への
無償貸出を行う。また、各種啓発活
動のほか、武蔵野警察署員による
パトロール、ホワイトイーグルによる
広報等の対策を講じる。

87
心のバリアフリー
の推進

共生社会の実現に向け
て、地域において障害を
正しく理解するための体
系的な講習会を実施す
る。

継続
市民/事
業者等

障害者福祉課
新たな団体への周知を図り、更
なる障害理解の推進が行えるよ
うに出前講座を継続していく。

・障害者差別解消支援地域協議会を２回
（７月、１月）開催し、差別解消に関する情
報提供と課題の共有を図った。
・「障害及び障害者理解研修事業」（都委
託事業、都内で10回開催）について、市内
の障害事業所に周知を図った。
・市内の小学校等計８団体に対し、心のバ
リアフリー啓発事業を実施した。延べ参加
者数は1,079人。

Ａ

　障害者差別解消支援地域協議会
との連携や心のバリアフリー事業を
通して、障害理解の推進に向けた取
組みを進めていく。

86
消費者被害の防
止対策の推進

消費生活センター・安全対
策課・高齢者支援課・障害
者福祉課等の連携によ
り、消費者被害の対象と
なりやすい高齢者や障害
者への注意喚起や消費生
活相談、在宅介護・地域
包括支援センター、地域
活動支援センター等での
出前講座や消費生活展等
での啓発を行う。

継続 市民
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事業概要 区分 事業の対象者 主管課 令和元年度事業予定 令和元年度事業実績 評価 令和２年度事業予定

基本目標

基本施策

施策

事業名

【評価基準について】
＜主管課の自己評価＞
A：順調または目標達成。
B：概ね順調。更に工夫しながら実施。
C：検討が必要。
D：極めて不十分。実施せず。

88
乳がん・子宮頸が
ん検診のあり方の
検討と受診率向上

国の指針に基づき、精度
の高い検診を実施し、新
規受診者への啓発と受診
率向上を目指す。また、乳
がん自己検診法の普及に
ついて、乳幼児健診や女
性対象の予防教室等で啓
発を行う。

継続 市民 健康課

乳がん検診は、受診率向上と利
便性を考慮し、今年度から対象
者全員（前年度未受診者）に、受
診券シールを５月末に一斉送付
し、８月～９月頃に受診勧奨通知
を送付する予定。子宮がん検診
は、今年度も引き続き、対象者
（前年度未受診者）に受診票を一
斉送付し、８月～９月頃に受診勧
奨通知の送付を予定している。

乳がん検診は、６月～２月に検診を実施し
た。今年度から対象者全員（前年度未受
診者）に受診勧奨通知（受診券シール）を
送付し、受診者数が平成30年度と比較し
て増加した。受診者数4,431件。
子宮がん検診は、５月～12月に検診を実
施した。不定期受診者に加え、途中転入
者に勧奨はがきを送付した。受診者数
7,710件。

Ｂ

令和元年度に引き続き、対象者全
員に乳がん検診受診券シール及び
子宮がん検診受診票を一斉送付す
ることに加え、新たに女性のための
託児付き３がんセット検診を開始す
ることで利便性に考慮し、受診率の
向上を目指す。

89
母体ケアに関する
事業の実施

妊娠期から産後までの継
続した支援を目的に、母
子保健事業「ゆりかごむさ
しの」を実施。各事業を通
じて母体の健康管理につ
いて啓発し、産後うつの早
期発見や必要時関係機関
との連携を図る。また、父
親の母体への理解、子育
ての参加促進を促す。

充実 市民 健康課

・妊娠届時の「ゆりかごむさしの
面接」から産後の乳幼児健診等
の母子保健事業、専門職による
個別支援など継続的な支援を実
施する。
・産後に家族から十分な支援を
受けられず、育児不安や体調不
安等の悩みを抱える母子に対し
て産後ケア事業を実施する。

・妊娠届時の「ゆりかごむさしの面接」から
産後の乳幼児健診等の母子保健事業、専
門職による個別支援など継続的な支援を
実施した。
・産後に家族から十分な支援を受けられ
ず、育児不安や体調不安等の悩みを抱え
る母子に対して産後ケア事業を実施した。
令和元年６月から申請を受け付け、令和
元年７月から開始した。利用者数延べ245
名。

B

・妊娠届時の「ゆりかごむさしの面
接」から産後の乳幼児健診等の母
子保健事業、専門職による個別支
援など継続的な支援を実施する。
・産後に家族から十分な支援を受け
られず、育児不安や体調不安等の
悩みを抱える母子に対して産後ケア
事業を実施する。

90
健康をおびやかす
様々な問題につい
ての啓発活動

エイズ、性感染症、薬物乱
用などの防止について、
他関連機関と連携し、情
報共有・提供を行う。

継続 市民 健康課

平成30年度に引き続き、啓発品
や関係資料の配布・掲示を通し
て、市民に対して情報提供を行っ
ていく。

薬物乱用防止は、令和元年度は計３回（６
月：吉祥寺駅街頭、10月：薬剤師会主催「く
すりと健康展」、11月：むさしの青空市）の
活動の中で市民向けに啓発グッズを配布
した。また、市内の中学生から啓発のため
のポスターと標語を募集し、ポスターの優
秀作品を市役所本庁舎に展示した。エイズ
や感染症については、ポスターやリーフ
レットを三師会等の関係機関に配布し情報
提供を行った。

A
令和元年度に引き続き、啓発品や
関係資料の配布・掲示を通して、市
民に対して情報提供を行っていく。

基本施策４　女性の生涯にわたる健康施策の推進

（１）各種健康診断の充実
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事業概要 区分 事業の対象者 主管課 令和元年度事業予定 令和元年度事業実績 評価 令和２年度事業予定

基本目標

基本施策

施策

事業名

【評価基準について】
＜主管課の自己評価＞
A：順調または目標達成。
B：概ね順調。更に工夫しながら実施。
C：検討が必要。
D：極めて不十分。実施せず。

91
骨粗しょう症予防
事業の実施

骨粗しょう症予防教室を実
施し、健康の保持増進を
図る。

継続 市民 健康課

20歳～70歳までの5歳きざみの
年齢の方を対象に４月と９月に健
康教育や骨粗しょう症検診を合
わせた骨粗しょう症予防教室を
実施する。
各期につき４回実施、各回70名
定員（計560名定員）

20歳～70歳までの5歳きざみの年齢の方
を対象に４月と９月に健康教育や骨粗しょ
う症検診を合わせた骨粗しょう症予防教室
を実施した。
各期につき４回実施。
利用者の合計326名

Ｂ
令和元年度に引き続き、申込み開
始に合わせて受診勧奨通知を送付
する。

92

リプロダクティブ・
ヘルス／ライツに
関する情報提供
や啓発

男女平等推進センター等
で、リプロダクティブ・ヘル
ス／ライツに関する情報
提供や啓発を行う。

継続 市民
男女平等推進
センター

引き続き、リプロダクティブ・ヘル
ス／ライツの情報提供や啓発を
行う。

子育てフェスティバルにおいて、出前講座
「～産後の女性のココロとカラダ～」を実施
し啓発を行った（参加者30人）。

B
引き続き、リプロダクティブ・ヘルス
／ライツの情報提供や啓発を行う。

93

発達の段階を踏ま
えた性に関する指
導の実施（事業９
再掲）

子どもたちの発達の段階
を踏まえて、学習指導要
領に示された性に関する
指導を行う。

継続 市民 指導課

引き続き、小学校での保健、中学
校での保健分野などの学習とも
関連させて、人権教育の視点に
立った性に関する適正な指導を
行うよう、周知・徹底する。

小学校では、体の発育・発達や思春期の
体の変化について指導し、発育の違いな
どについて肯定的に受け止めることが大
切であることに触れた。中学校では、教科
書を活用し、生殖に関わる機能の成熟に
ついて指導した。

B

引き続き、小学校での保健、中学校
での保健分野などの学習とも関連さ
せて、人権教育の視点に立った性
に関する適正な指導を行うよう、周
知・徹底する。

94
条例の理解に向
けた取組

条例ガイドブック等を活用
することにより、条例の周
知・理解を図る。

新規 市民
男女平等推進
センター

条例ワークブックを市立小学６年
生全児童に配布し、条例の理解
促進を図る。

条例ワークブックを市立小学校６学年全児
童に配布を行った。また、秘書広報課広報
担当の実施した広報職員研修において、
参加者に条例ガイドブックを配布し、条例
の理解促進のための周知・啓発を行った。
男女共同参画フォーラムパネル展示にお
いても、条例ガイドフックを配架し普及啓発
を行った。

A

条例ワークブックを市立小学６学年
全児童に配布すると伴に、条例ガイ
ドブックにおいては、市立中学校３
学年全生徒に配布することにより、
条例の理解促進を図る。

（２）リプロダクティブ・ヘルス／ライツに関する啓発

基本目標Ⅳ　男女平等推進の体制づくりに取り組むまち （新規：２/継続：９/充実：１/見直し：１）

基本施策１　計画推進体制の整備・強化

（１） 「武蔵野市男女平等の推進に関する条例」の定着の推進
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事業概要 区分 事業の対象者 主管課 令和元年度事業予定 令和元年度事業実績 評価 令和２年度事業予定

基本目標

基本施策

施策

事業名

【評価基準について】
＜主管課の自己評価＞
A：順調または目標達成。
B：概ね順調。更に工夫しながら実施。
C：検討が必要。
D：極めて不十分。実施せず。

95

むさしの男女平等
推進市民協議会
など市民活動の支
援

むさしの男女平等推進市
民協議会をはじめ男女平
等推進登録団体等に対
し、補助・事業委託・情報
提供等を通じて、活動の
支援や連携の促進を図
り、男女平等推進への理
解を深め、良きパートナー
としての関係を築く。

継続
事業者

等
男女平等推進
センター

センター企画運営委員会との協
働を進めるとともに、引き続き、
男女平等推進登録団体に対し、
補助事業や交流会等の支援を行
う。

登録団体を中心に団体交流会を実施した
（参加５人、託児１人）。また、男女平等推
進登録団体へ、活動補助金を交付し、活
動支援を行った（計７団体）。なお、２団体
の補助金講座については、新型コロナウイ
ルス感染症感染・拡大防止のため、開催
自体は中止している。

B

センター企画運営委員会との協働を
進めるとともに、引き続き、男女平等
推進登録団体に対し、補助事業や
交流会等の支援を行う。

96
男女平等推進審
議会の運営

計画策定及び計画の進捗
状況の点検評価や課題解
決のため男女平等推進審
議会を設置運営する。

継続
事業者

等
男女平等推進
センター

引き続き、男女平等推進審議会
を設置し計画の進捗状況の評価
を行う。

武蔵野市男女平等の推進に関する条例に
基づき、男女平等推進審議会を設置し、第
三次男女共同参画計画(平成30年度実績
分)の実施状況の評価等を行った。

B
引き続き、男女平等推進審議会を
設置し計画の進捗状況の評価を行
う。

97
男女平等推進セン
ター企画運営委員
会の運営

地域から広く意見を求め
るため、市民や関係団体
等から構成される企画運
営委員会を設置し、協働・
連携しながらセンター運営
を行う。

新規
事業者

等
男女平等推進
センター

男女平等推進センター企画運営
委員会を設置し、第四次男女平
等推進計画に沿った講座の企
画・運営に関する協議及び検討
を行う。

男女平等推進センター企画運営委員会を
設置し、講座「子どもたちに平等な未来
を！」の開催準備を進めたが、新型コロナ
ウイルス感染症感染・拡大防止のため開
催を中止した。

B

男女平等推進センター企画運営委
員会を設置し、第四次男女平等推
進計画に沿った講座の企画・運営に
関する協議及び検討を行う。

98
庁内推進会議の
運営

計画の掲げる事業の進行
管理を行い、男女平等推
進審議会の提言を参考
に、新たな課題解決に向
け協議する。

継続 市
男女平等推進
センター

庁内推進会議と同幹事会を開催
し、第四次男女平等推進計画の
進行管理等を行う。

庁内推進会議と同幹事会を開催し、第三
次男女共同参画計画の進行状況実績(平
成30年度)及び第四団男女平等推進計画
事業予定(令和元年度)について、管理を
行った。

B
庁内推進会議と同幹事会を開催し、
第四次男女平等推進計画の進行管
理等を行う。

99
事業の進捗状況
調査及び市民へ
の公開

市は進捗状況調査報告書
を作成し、公表するととも
に、男女平等推進審議会
で報告する。

継続 市民
男女平等推進
センター

第三次男女共同参画計画の平
成30年度事業実績及び令和元
年度第四次男女平等推進計画
の事業予定を取りまとめ、庁内会
議及び推進審議会の資料とす
る。

第三次男女共同参画計画の平成30年度
事業実績及び令和元年度第四次男女平
等推進計画の事業予定調査を実施し、男
女平等推進審議会及び庁内推進会議に
報告するとともに、市HP等で公表した。

B

第三次男女共同参画計画の平成30
年度事業実績及び令和元年度第四
次男女平等推進計画の事業予定を
取りまとめ、庁内会議及び推進審議
会の資料とする。

（３） 庁内推進体制の整備

（2） 市民参加による男女平等の推進
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令和２年８月６日

　男女平等推進審議会資料武蔵野市第四次男女平等推進計画 進捗状況調査報告書

事業概要 区分 事業の対象者 主管課 令和元年度事業予定 令和元年度事業実績 評価 令和２年度事業予定

基本目標

基本施策

施策

事業名

【評価基準について】
＜主管課の自己評価＞
A：順調または目標達成。
B：概ね順調。更に工夫しながら実施。
C：検討が必要。
D：極めて不十分。実施せず。

人事課
引き続き、男女平等推進担当と
共管で全庁向けの研修を実施す
る。

・男女平等推進センターと共管でＬＧＢＴや
性の多様性理解のための職員研修を実施
した。
・課長補佐級・係長級の職員を対象とした
ハラスメント防止研修を実施した。

A

・男女平等推進担当と共管で全庁向
けの研修を実施する。
・職層別のハラスメント防止研修を
実施する。

男女平等推進
センター

引き続き、職員研修会を実施す
る。

管理職を対象とした「ＬＧＢＴや多様性理解
のための職員研修」を開催した（参加者92
人事務局含む)。

A 引き続き、職員研修会を実施する。

101
男女平等推進セン
ター「ヒューマンあ
い」の機能充実

男女平等推進センター
「ヒューマンあい」におい
て、相談機能や配偶者暴
力相談支援センター機能
を担うなど男女平等の推
進拠点として機能充実を
図る。

見直
し

市
男女平等推進
センター

引き続き、センターの機能整備を
行うほか、女性法律相談を実施
し、相談機能の充実を図る。

引き続き、女性総合相談事業・女性法律
相談を実施した。また、新たにむさしのにじ
いろ電話相談(性的指向・性自認に関する
相談)を開始した(令和元年１０月)。

B

引き続き、女性総合相談・女性法律
相談・むさしのにじいろ電話相談（性
自認・性的指向に関する相談）を実
施し、相談機能の充実を図る。

102
各種講座等の実
施

男女平等推進に関する課
題解決に向けた各種講座
を、市民団体や関係機関
との連携を図りながら実
施する。

継続 市民
男女平等推進
センター

各種講座等を、企画運営委員会
や関係機関との連携を図り実施
する。

男女平等推進センター及び男女平等推進
センター企画運営委員会が、子ども家庭
支援センターとの連携も図りつつ、多彩な
テーマの講座（原則託児付）を開催し、男
女平等意識の啓発を行った(22企画、28講
座、参加者延804人、託児の延123人)。

B
各種講座等を、企画運営委員会や
関係機関との連携を図り実施する。

103
講座修了者のフォ
ローアップ支援

男女平等推進センター
「ヒューマンあい」講座の
参加者に、関連図書を紹
介する、団体活動の情報
提供を行うなど、フォロー
アップを図る。

継続 市民
男女平等推進
センター

講座修了者の意向に配慮して、
関連図書情報や講座案内等を行
う。

講座修了者への関連情報の提供により、
８名のまなこサポーターへの参画につな
がった。また、団体活動の情報提供によ
り、新たに１団体の登録団体の結成につな
がった。

A
講座修了者の意向に配慮して、関
連図書情報や講座案内等を行う。

100 人材育成の推進

市職員が男女平等推進に
関する理解を深め、それ
ぞれの業務について男女
平等の視点でも捉えられ
るように各種研修を行う。

継続 市

（４）男女平等推進センター「ヒューマンあい」の充実（★）
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＜主管課の自己評価＞
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B：概ね順調。更に工夫しながら実施。
C：検討が必要。
D：極めて不十分。実施せず。

104

男女平等推進情
報誌「まなこ」の発
行と周知（事業５
再掲）

男女平等の推進を図るた
め、男女平等推進情報誌
「まなこ」を発行するほか、
市報でとりあげるなど広く
周知を図ることにより、認
知度を向上させる。

継続 市民
男女平等推進
センター

引き続き、第四次男女平等推進
計画の課題に沿ったテーマにつ
いて、「まなこ」を発行する。ま
た、市報に掲載を行い、「まなこ」
の認知度を上げる。

「まなこ」は特集として、106号「第四次男女
平等推進計画」、107号「それぞれのキャリ
ア」、108号「性の多様性を認め合うまちへ
レインボー ムサシノシ宣言」を取り上げ発
行した。また、市報5月１日号で第四次男
女平等推進計画の策定についての特集を
掲載し、計画の基本目標と伴に、「まなこ」
について情報提供を行った。市民会館文
化祭において、パネル展示を実施し、まな
この紹介をした。その他、各種パネル展示
で「まなこ」を配架し、認知度を上げる取り
組みを行った。
センターの活動内容を「活動レポートとして
報告した。

B

引き続き、第四次男女平等推進計
画の課題に沿ったテーマについて、
「まなこ」を発行する。また、市報に
掲載を行い、「まなこ」の認知度を上
げる。

生涯学習ス
ポーツ課

武蔵野地域五大学等の協力を得
て講座等を開催する。

武蔵野地域五大学の協力を得て、自由大
学講座２講座、武蔵野市寄付講座５講座、
武蔵野地域五大学共同講演会６講演会、
武蔵野地域五大学共同教養講座全20回
などを実施した。該当する講座としては、
地域自由大学正規科目、成蹊大学におい
て、「メディア・リテラシー論」を実施。

A
武蔵野地域五大学等の協力を得て
講座等を開催する。

指導課

引き続き、教職員のリテラシーの
向上を図るとともに、児童・生徒
の情報モラル教育の充実を図
る。

メディアリテラシーに関する各校の授業実
践等について情報共有し、教職員のリテラ
シー向上を図るとともに、SNS学校ルール
やSNS家庭ルールづくり等、児童・生徒の
情報モラル教育の充実を図った。

B
引き続き、教職員のリテラシーの向
上を図るとともに、児童・生徒の情報
モラル教育の充実を図る。

男女平等推進
センター

講座「夜活★むさしのメディア塾」
を実施する。

講座「夜活★むさしのメディア塾」の開催は
できなかっがたが、職員向け秘書広報課
広報担当の開催した研修において、男女
平等推進条例ガイドブックを配布のうえ、
要点説明をすることで、市広報物における
男女の視点の重要性について意識啓発を
行った。

C
メディア・リテラシー意識啓発のため
の講座などを実施する。

基本施策２　男女平等の視点に立った表現の浸透

（１）メディア・リテラシーの向上

105
メディア・リテラ
シーを高める学習
や講座の開催

地域の大学等の協力を得
て講座等を開催するほ
か、公立学校において
は、情報モラル教育の一
層の充実を図る。

継続 市民

（５）男女平等推進情報誌等の発行と周知
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B：概ね順調。更に工夫しながら実施。
C：検討が必要。
D：極めて不十分。実施せず。

秘書広報課

現在の刊行物等における現存
ルールを整理するとともに、関連
する国のガイドラインなどとの整
合性のある手引きとなるよう内容
の検討・精査を進める。

現在、秘書広報課で所管している刊行物
における表現のルールを整理し、そのルー
ルを令和２年２月実施の全庁向けの説明
会（広報実務説明会：男女平等担当協力）
のもと周知を図った。

B

令和元年度に引き続き、各課から相
談のあった場合は、令和元年度に
行った説明会資料に基づき助言す
るほか、説明会の内容を全庁にさら
に浸透させる方法について検討し、
実施する予定である。

男女平等推進
センター

都内で表現ガイドラインを作成し
ている自治体に、作成方法など
をヒアリングすることともに、秘書
広報課と手引き作成に向け検討
を進める。

職員向け秘書広報課広報担当の開催した
研修開催方法検討にあたり、秘書広報課
広報担当と重視する視点について協議を
行った。また、研修時に、男女平等推進条
例ガイドブックを配布のうえ、要点説明をす
ることで、市広報物における男女の視点の
重要性について意識啓発を行った。

C
表現ガイドライン作成に向け、具体
的な検討を進める。

行政刊行物の表
現の見直し

市が発行する刊行物等に
ついて、「手引き」などを作
成し、人権尊重、男女平
等の視点から適切な表現
をするよう努める。
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